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今号は6回シリーズの第2回目となります。
前号でお伝えしたように、最低賃金及び初任給の大幅な

上昇が続いています。これを受けて、賃金テーブル（賃金表）
の抜本的な見直しが避けられないとの話も聞こえてきま
す。仕事基準への賃金への転換に向けて、具体的な進め方を
考えてみたいと思います。

1．人事賃金コンサルティングの進め方
（1）規模

従業員規模でいうと、数十人くらいから中堅クラス200
人くらいまでとみた場合を想定してみましょう。

コンサルティング期間については、規模はもちろんのこ
と、各企業の実情によって異なってくるものの、できれば1
年くらいかけるのが望ましいといえます。しかしながら残
念なことに、最近ではより短い期間でという要望が多くな
ってきています。

私が実施した次のスケジュール例を参考にしてみてくだ
さい。【⇒資料1】

【資料1：コンサルティングスケジュール例】
内容　／　経過月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

１．現状分析から方向付け
 1)規程・資料面からの現状分析
　・進め方の検討､資料収集､基本調査
　・内容の確認のための事前打ち合わせ
　・部門長等へのインタビュー調査の実施
 2)課題の整理から改善の方向付けの検討

２．フレームワーク（基本人事体系）の再構築
 1)現状分析から改善案のとりまとめ
 2)等級、職掌、管理職/専門職制度の設計
 3)新人事制度の概要に関する提案報告 ◎       〔◎報告検討会〕

　　(太点線は貴社との協議検討期間）
３．人事考課制度の企画立案～設計
 1)人事考課制度見直しに向けた基本的検討
 2)考課基準・着眼点等の現場意見の聴取～とりまとめ
 3)人事考課関連帳票の具体的作成

４．賃金制度の企画立案～設計
 1)新賃金体系の基本検討
 2)基本給案の具体的検討
 3)複数の月例給モデルからの検討
 4）個別移行シミュレーションの実施
 5)基本給表・諸手当表の作成

５．関連諸規程の作成、整備

６．社員説明会の企画、開催 ☆ ☆
〔☆幹部への概要説明会〕〔☆全社員への説明会〕

 コンサルティングスケジュール例

2．現状分析の実施方法
第1ステップの現状分析（調査、現状診断）は大変重要で、

先入観を持たずに実態を把握することから始めることが求
められます。期間としては、およそ1ヵ月半から2ヵ月余り
をかけ、以下の3つの観点から実施します。

（1）資料分析
賃金台帳や就業規則を含む規程集など内部管理資料を預

かり、現行の賃金制度を分析し、問題点を洗い出し、課題を整
理していきます。

この進め方については次のとおりです。
①賃金体系の把握【⇒資料2・3】

1）賃金の基本構造（基本給、諸手当、賞与の支給基準など）
2）昇給・昇格の基準（昇給実績、役職昇進との関係など）
3）基本人事制度
（職能資格制度の場合、職能要件の定義や等級基準など）

4）賃金水準（地域特性・同業他社との賃金水準の比較など）
②人件費の実態

1）総人件費の推移（過去3年くらいの分析）
2）人件費の構成比率
3）最低賃金との差

③労働分配率の分析
1）労働分配率（業界平均水準との比較）及び推移

④人材・職務実態の把握
職務基準の賃金への移行に向けて、現状の職務と人材配

置の概要を把握するものです。資料入手が難しい場合には、
面談調査で把握します。次の段階に向けて、職務調査、職務
分析を行うための事前調査にもなります。

（2）市場調査
経済、業界動向などに関する情報収集です。昔は役所や業

界団体など実際に足を運ぶ場合も多かったのですが、最近で
はほとんどの情報がインターネットによって収集すること
が可能となり、飛躍的に効率化が図れるようになりました。

（3）面談調査（インタビュー）
資料分析と並行して、もっとも重要なのが面談調査とい

えます。これは、働く一人一人が今生きている人間であるこ
とを尊重し、人事はこれを活かしていくものだという発想
に基づいているからに他なりません。私は、30代半ばの時
に産業カウンセリングの体験実習を通じてこのことを学び
ましたが、このときのことが非常に役立っています。

面談調査は、まず経営トップから部門長クラスまで先駆
けて行い、その後、一般社員にまで広げていきます。若手社
員の定着率が低い場合や、一般職としての女性社員に問題
意識が強い場合などには、入社5年以内の社員や女性社員
数名を追加でお願いしたこともあります。

最低賃金上昇に伴う賃金設計について
人事コンサルタントとしての中小企業の賃金設計の進め方
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なお、個別面談以外にも、場合によっては階層や職種ごと
のグループでのブレーンストーミングが効果的な場合もあ
ります。とくに若い人のモチベーション策を考慮する場合
など、周囲に触発されて若い社員の新しい感覚を呼び起こ
すことも可能になります。

【資料2：賃金分析にあたっての参考資料】
公的機関
ｏ賃金構造基本統計調査（厚生労働省）

…毎年実施される賃金に関するベースとなる統計調査で、業種・職種・
企業規模・学歴・年齢・勤続年数別等の賃金水準調査。

ｏ毎月勤労統計調査（厚生労働省）
…賃金、労働時間、雇用動向等の月次調査で、賃金動向の短期的推移に関する調査。

ｏ民間給与実態統計調査（国税庁）
…年間給与の分布や所得税データを基にした調査。

ｏ人事院勧告（人事院）
…公務員給与を決定するための民間賃金との比較調査。

ｏ中小企業の賃金・退職金事情（東京都産業労働局）
…東京の中小企業の賃金水準や退職金制度に関する調査。

研究機関・民間団体
ｏ経団連・賃金動向調査（日本経済団体連合会）

…大企業中心の賃金改定の動向調査。
ｏ連合の賃金調査

…労働組合としての賃金交渉結果や賃金の決定状況に関する調査。
ｏ労務行政研究所…賃金制度や改定率に関する調査。
ｏ日本生産性本部
ｏ商工会議所
その他
ｏ求人・転職サイトから、リクナビ・マイナビ・doda等…リアルタイム

での市場賃金調査。

【資料3　賃金散布図（プロット図）の例】
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3．問題点を探る
（1）真の問題とは何か？

コンサルティングを行うにあたって、明確にすべきは、人
事管理（人事マネジメント）における問題点はいったい何か
ということです。

私は、以下の方程式で説明するようにしています。

経営理念＝人事ビジョン（こうありたい） 
－　現状（しかしながら現実は～）
＝　問題（ギャップの明確化）　

これをみてわかるように、問題とは一般論として語れる
ものでは必ずしもありません。経営トップの人事ビジョン
が明確に設定され、これと現状とのギャップが初めて問題
点として浮かび上がってくるのです。ちなみにコンサルタ
ントは、現状診断で現状を把握することはできても、経営ト
ップに代わって人事ビジョンを語ることはできません。経
営トップにとってその会社独自の「熱い想い」、これこそが
人事ビジョンになりうるのです。

問題点が明らかになれば、次の段階は課題のとりまとめ
からの方向付けとなります。これは、問題を整理したうえで
解決に向けて方向性を持たせたものともいえます。これを
もとに中期的視野（3年間など）でどこまで近づけられるか

を明確にし、さらになかでも最初の1年はどこまで可能な
のか、具体的施策を挙げてスケジューリングを行います。採
用・育成・登用・配置・活用・意識改革の方法・手段を考
えて計画化し（Plan）、実行に移し（Do）、確認していく

（See）ことが人事制度改革になるのです。

（2）面談調査で問題点を探る
面談調査において問題点を把握するためにはどうすれば

よいでしょうか？
仮に、賃金が低くて不満を持っている若い社員が多いと

いう話が水面下であったとします。例えばですが、当の社員
が大学時代の友人との比較で、自社の賃金が低いと思い込
んでしまったという話はよくあることです。

ｏ（本来の賞与期間をまだ勤務していないのに）入社し
て初めての賞与（いわゆる寸志）が友人と比較して低
かった。

ｏ家族と同居している社員が、住宅手当を支給されて
いる友人と比較して低かった。

ｏ子供が生まれて生活感を強く感じるようになって低
いと思うようになった。

これらをみてわかるように、社員本人が低いと思ってい
ても、客観的にみて必ずしも低いとは限らないこともよく
あります。

面談調査では、以下の点に沿って考えてみると、社員がど
こに目を向けているのかに焦点を当てることによって対策
を打つことができるようになるのです。

ｏ基本給のみならず、手当か、賞与か、残業（夜勤）代に
ついてとらえているのか

ｏどの企業、誰と比べて低いと思ったのか
ｏどのようなタイミングをきっかけに低いと思うよう

になったのか
　
以上のことから、人事管理では、社員の期待がどこにあるの

かを探る必要があることはご理解いただけたかと思います。

4．課題のとりまとめ～方向付け
資料4は、実際のコンサルで提出した「課題のとりまとめ

レポート」の一部抜粋です。これをもとに新人事賃金制度に
向けた方向付けを提案します。

これを踏まえたうえで、クライアントと協議を重ねた後、
実際の人事賃金制度の設計に入ります。設計は、概要から詳
細部分へと順次進めていきます。これについては、次号以下
でご説明しましょう。

 （つづく）
【資料4　課題（賃金水準）のとりまとめに関するレポートの例】

賃金水準
賃金構成及び各社員の賃金分布からみた、当社の賃金水準は以下の通りで
ある。

（1）所定内賃金（賃金）水準〔資料△～△頁〕
全体的には年齢が高くなるにつれて右肩上がりで幅が広がっていく年功
的な傾向が伺える。
また一般職と管理職とでは水準については明らかに一線を画している。
40代の管理職は一般的な水準のなかにあるが、一般職についてはやや低
い傾向にある。
また、一般職のなかの一般社員・リーダー・主任についてはかなり重複し
ており、役職に応じてメリハリがつくとはいえない。

（2）年収水準〔資料△～△1頁・△～△頁〕
全体的には所定内賃金における傾向が見受けられるが、所定外賃金の比重
が大きい。
30歳代の主任などで、課長より高いなど逆転現象も見受けられ、面談調査
の意見を裏付けるものとなっている。
また、一般職は個人差が相当に大きいことが特徴として挙げられる。～
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前回の振り返り
前回の記事では、デジタルマーケティングが単なる「集客

手段」ではないことについて解説しました。また、実践する
上で重要な概念として「顧客獲得コスト」を取り上げ、許容
顧客獲得コストの設定とその評価方法について詳しく説明
しました。今回は、デジタルマーケティングにおける情報発
信の戦略的フレームワークである「PESO」について解説
し、士業のマーケティングにおける具体的な活用方法を解
説していきます。

デジタルマーケティングの主要媒介である「PESO」と
は？
これまで本連載では、マーケティングは「売れる仕組みの

構築」であることを繰り返し説明してきました。売れる仕組
みの構築においては、「対象顧客（Who?）」を定め、その対象
顧客に対して「どのような価値を提供するのか（What?）」
を 明 確 に し、そ の 価 値 を「 ど の よ う に 提 供 す る の か

（How?）」を考えることが肝要です。そして、提供手段
（How）を検討する上で、デジタルマーケティングを用いる
場合に理解しておくべきが「PESO」です。

PESOとは、デジタルマーケティングにおける主要メデ
ィアであるPaid（有料）、Earned（獲得）、Shared（共有）、
Owned（所有）の4つの頭文字をとったメディアを表す概
念です。

・ペイドメディア（Paid Media）：広告などの有料メ
ディア（例：Google広告、Meta広告など）

・アーンドメディア（Earned Media）：自社の取り組
みが第三者に評価され、自然に露出が得られるメデ
ィア（例：PRを通じたTV等での特集）

・シェアードメディア（Shared Media）：SNSや動画
共有サイト等の双方向コミュニケーションが可能な
メディア（例：X、YouTubeなど）

・オウンドメディア（Owned Media）：自社が運営
するメディア（例：コーポレートサイトやサービス
サイト、ブログなど）

「メディア」という言葉が付くため、取っ付きにくい印象を
持たれるかもしれませんが、これは単純にお客様との接点

（媒介）と捉えていただければ良いでしょう。メディアという
言葉を聞くと多くの方はマスメディアを想起されるかもし
れませんが、マスメディアはメディアの一種であり、メディ
アとは情報を記録・保管し、視聴者に伝達する「媒介」です。

本連載をお読みいただいている方の関心は「では士業と
してのマーケティングを考える上で、どのメディアを活用
すべきか？」という点にあると思います。結論から申し上げ
ますと、これはご自身の士業事務所が「対象とする顧客

（Who）」とその顧客に提供する「士業サービス（What）」に
おいて、「顧客との初期接点を獲得し、購入に至るまで顧客
に訴求し続けるために必要となるメディアの全て」という
答えになります。

デジタルマーケティングの議論では、しばしば「Instagram
（シェアードメディア）を始めるべきか？」「Web広告（ペイ
ドメディア）を出稿すべきか？」「ブログ（オウンドメディ
ア）を運営すべきか？」といった個別の施策についての議論
が展開されます。

このような議論を行う背景は理解できますが、「単一メデ
ィア」の利用のみで顧客との初期接点の獲得から実際の購
入に至るまでのプロセスを完結させることは、ほとんどの
場合において不可能です。

売れる仕組みは、それぞれのメディアを複合的に利用す
ることで初めて構築されるためです。

つまり、各メディアの得意分野と不得意分野をしっかり
と認識した上で、初期接点の獲得から発注に至るまでの全
段階をカバーするために、どのようなメディアミックスを
形成するのか？を検討することが重要となります。

ここでは、最適なベストミックスを考える上で、それぞれ
のメディアの特徴を詳しく見ていきましょう。

ペイドメディアは自社のコントロールが効きやすい有効な
「認知獲得手段」

まずはペイドメディアについて解説します。ペイドメデ
ィアとは、Web広告などの有料出稿先として活用するメデ
ィアです。広告の利点は、事業者が投資する対価として、プ
ロモーションをかけたいサービスを任意に選び、出稿のタ
イミング、メッセージ、露出量をコントロールできる点で
す。検索エンジン上で情報を探しているユーザーにアプロ
ーチする「検索連動型広告」や、SNS上で特定のターゲット
要件を満たしたユーザーにのみ配信する「SNSバナー広告」
など、広告出稿の形式や方法は多岐にわたります。「Web広
告」と一括りに扱うことは難しいものの、費用対効果を適切
に管理できれば、士業のマーケティングにおいても有効な
手段となります。

例えば、第2回記事で触れた「就業規則作成代行サービ
ス」を例にとると、検索エンジン上で「就業規則 代行」とい
う検索キーワードで情報を探索しているユーザーに対して
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成果を生み出す「士業のデジタルマーケティング」

株式会社ナレッジ・ハブ　代表取締役／中小企業診断士　松尾　知明 氏
新卒で日揮株式会社に入社。国内外大手エネルギー会社との4社コンソーシアムによる新規事業開発プロジェク
トの統括PMを担当し、戦略構築・設備投資・調達・マーケティング/セールス・アライアンス等を主導。
2020年に中小企業診断士資格を取得し、中小企業やSaaS事業者の経営改善・マーケティング伴走支援業務に従
事。クライアントの組織・財務状況や事業フェーズを考慮した地に足の着いた事業伴走に強みを持つ。2024年
に株式会社ナレッジ・ハブを創業。複数企業の社外取締役、CMOを兼任。
中小企業診断士在籍数130名のデジタルマーケティング研究会（デジタルマーケティングラボ）の代表としても
活動中。

第３回　デジタルマーケティングの主役！「PESO」を用いた情報発信とは？



検索連動型広告を出稿することで、効率的に温度の高いユ
ーザー（課題解決に対する関与の高い）にアプローチするこ
とができます。また、Meta広告では、自社が運用するウェ
ブページに訪問したユーザーに対してリターゲティング広
告を出稿することも可能です。これも顧客獲得コストを低
く抑える上で有効な手段となることが多いでしょう。

一方で、広告の限界についても認識しておく必要がありま
す。例えば、広告は認知獲得の手段としては有効ですが、認
知が得られれば自動的に購入に至るわけではありません。
繰り返しになりますが、お客様に購入いただくには、自社が
提供するサービスを欲しがっていただく必要があります。

自社サービスへの需要を喚起するには、専門用語を用い
ると顧客のプレファレンス（選好度）を高める必要がありま
すが、広告のみでお客様の選好度を高めることには限界が
あります。広告は事業者主体のコミュニケーションであり、
多くの場合、読者は事業者からの一方的なメッセージに興
味を持たず、また信頼も置いていないためです。

顧客のプレファレンスは「価格」「サービスの品質」「ブラ
ンドエクイティ（顧客による知覚品質・態度ロイヤルティ）」
で構成されます。このブランドエクイティが売上拡大のボ
トルネックとなる場合、広告のみでは成果が頭打ちになっ
てしまいます。

ブランドエクイティ強化に有効なアーンドメディア＆シェ
アードメディア
「価格」「サービスの品質」を据え置きとした場合、自社に

おいて重要な操作端となるのが「ブランドエクイティ」で
す。その強化に重要となるのが、アーンドメディア（Earned 
Media）です。アーンドメディアは自社の取り組みが第三
者に評価され、自然に露出が得られるメディアです。第三者
の発信に委ねる部分が多いため、自社でコントロールでき
ない点が課題となりますが、その分、読者に「信頼される理
由を提供し、プレファレンスを大きく向上させる効果が期
待できます」。士業サービスは基本的に経験財（利用してみ
るまでは価値判断が難しい商品・サービス）であるため、外
部メディアに取り上げられるほどの権威性のある事務所の
方が安心感を提供できるという効果も大きいでしょう。

また、利用者のプレファレンスを高める文脈において、シ
ェアードメディア（Shared Media）も重要な役割を果たし
ます。シェアードメディアでは、事業者と視聴者による双方
向のやり取りが可能であるため、心理的な距離を縮めるこ
とができ、これが直接的にブランドエクイティの強化につ
ながります。

一方で、シェアードメディアは相手のいる媒体であるた
め、より多くのユーザー（より具体的には顧客候補、または
顧客を紹介してくれる人）との繋がりを増やすには、フォロ
ワー数の増加が必要です。また、単にフォロワー数を増やす
だけでなく、自社サービスに興味を持ちそうな層からフォ
ローを得る必要があるため、コミュニケーション戦略の構
築には時間と工夫が必要です。近年は、社労士や税理士、中
小企業診断士といった士業の中でもSNS上で著名な専門家
が現れており、シェアードメディア経由での受注も増加し
ている状況です。検討に値する領域であると言えますが、売
れる仕組みのどの部分でSNSを活用するのか（顧客との初
期接点なのか、顧客の選好度を高める手段なのか）は事前に
十分検討する必要があります。

関与の高い顧客を集客・育成するならオウンドメディア
最後はオウンドメディア（Owned Media）です。オウン

ドメディアとは、自社が運営するコーポレートサイトやサ
ービスサイトなどの自社メディアを指します。自社サービ
スの情報を自由に発信できる点が特徴ですが、オウンドメ
ディアへの流入の大部分はGoogle等の検索エンジン経由
となります。そのため、ユーザーがそもそも情報を探索して
いるカテゴリーのサービスを扱っているか、または自社の
認知度が十分で自社名での検索（指名検索）で訪問が見込め
るのか、といった集客施策が重要な争点となります。

先の例で述べたとおり、「就業規則作成代行サービス」を探
しているユーザーへのアプローチを考える場合、「就業規則
作成 代行」というキーワードでの検索時に、検索結果表示ペ
ージ上位に表示されるよう対策を講じる必要があります。こ
れは検索エンジン最適化（Search Engine Optimization：
SEO）と呼ばれる施策によって実現できます。SEOもSNS
同様、即効性のある施策ではありませんので、自社メディア
の集客力を測る指標（ドメインパワー）や検索キーワードご
との競合の対策状況等を踏まえて、活用の是非を見極める
力が必要となります。

また、SEO施策を打ち出す場合は自社が扱う「サービス
（What）」がそもそも情報探索の関与の高いユーザーが探
し求めている財であることを確認しなければなりません。

自社のデジタルマーケティングへの落とし込み方
次回は、顧客が士業サービスを探す文脈を踏まえ、どのよ

うに自社のメディアミックスを設計していけば良いのか、
について具体的に解説していきます。

 （つづく）
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ペイドメディア
（Paid Media）

アーンドメディア
（Earned Media）

シェアードメディア
（Shared Media）

オウンドメディア
（Owned Media）

概要 • 費用を支払って広告を掲載する
メディア

• 第三者が運営する外部メディアに
よる情報発信

• ユーザーが情報を共有し拡散する
メディア

• 自社が所有・運営するメディア

媒体例 • テレビCM
• 新聞広告
• Web広告
（Google広告、YouTube広告）

• ニュース記事
• 口コミサイト
• TV

• Facebook
• X
• Instagram
• YouTube
• Linkedin

• 企業ウェブサイト
• 企業ブログ

長所 • 不特定多数にリーチ可能
• 即効性が高い
• 広告内容を自社でコントロール可能

• 第三者による情報のため信頼性が高
く顧客のプレファレンスを高めるの
に効果的

• ユーザー間での情報共有が容易
• 心の距離を縮めやすい

• 情報をコントロール可能
• 自社の資産として保有できる

短所 • コストがかかる
• 顧客から敬遠される可能性がある

• 情報をコントロールできない
• 掲載の決定権がない

• 効果を上げるには時間とコンテン
ツ量が必要

• 効果を上げるには時間とコンテ
ンツ量が必要

具体例 • Google広告を使用して「東京都内
相続税対策」などのキーワード広告
を展開

• 人事労務系ウェブサイト「日本の人
事部」でバナー広告を掲載

• 弁護士ドットコムに登録している中
小法律事務所の弁護士が、労働問題
に関する記事でコメントを提供

• 社会保険労務士法人が、地方紙の働
き方改革特集で取材に応じる

• LinkedInで法律改正に関する見解
を投稿し、他の法律専門家とディ
スカッション

• 社会保険労務士法のFacebook
ページで労務管理のアドバイスを
共有し、クライアントから高いエ
ンゲージメントを獲得

• 中小企業診断士が運営するブロ
グウェブサイトで最新補助金情
報について発信
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●建設業界に携わるようになった経緯
私は前職で市役所の職員として、区画整理事業に携わり、

その中で公共工事（土木）の監督員を務めていました。主に
道路の築造工事や下水道工事を担当していました。監督員
とは、簡単に言うと注文者側の立場で、受注者がしっかりと
工事を施工しているか適宜チェックなどをする役割を担う
人のことです。私が勤めていた市役所では、監督員の業務だ
けではなく、工事の設計や積算の業務も同じ担当者が行う
ことになっていました。そのため、家屋の移転などにより更
地になった土地に0から道路を造るといった、とても貴重
な経験をすることができました。その過程で、日常的に建設
業者の方々と接しながら、監督員として工程管理や品質管
理などを行う中で、現場で現場監督や作業員の方が何をし
ているのか、また、現場の仕事以外でも何をしているのか、
といったことをもともと理解していたこともあり、開業す
る際は建設業界以外の業界に携わるイメージが自分にはあ
りませんでした。市役所での経緯があり、最初から「建設業
専門」の事務所として開業しました。

また、市役所時代には、上記のような技術的な仕事以外に
も、土地関係の比較的難しいとされる許認可事務も扱って
いたことから、許認可業務の進め方も心得ていました。そこ
で、当事務所は行政書士事務所を併設し、建設業許可といっ
た許認可業務も取り扱うことにより、社労士・行政書士と
いう2人分の士業を私1人で済ませることができるのも、お
客様にとっては相談の手間などが省けてメリットになると
感じています。

そして、道路1本を造るために、建設業に携わる人たちは
何をしているのか、それがどれくらい大変なことなのかを
ほとんどの方は知らないと思います。私は、その苦労を一緒
に味わっているからこそ、現場で働く人たちへのリスペク
トが大きく、建設業界に貢献したい！という想いは人一倍

強いと思っています。

●業界の動向などについて
これは、みなさんご存知のことかと思いますが、建設業界

は2024年4月から時間外労働などに上限規制がかかって
います（いわゆる「働き方改革」のお話です）。そのため、これ
まで、当たり前のように行われていた月曜日から土曜日の
週6日勤務といった長時間労働が通用しない時代に突入し
ました。さらには昨年、処遇改善、資材高騰による労務費へ
のしわ寄せ防止、働き方改革と生産性の向上を大きな柱と
して、「持続可能な建設業」の実現に向けた、建設業法の改正
が行われました。具体的には、工事の受注者側にも工期ダン
ピング対策を強化することで、休日出勤や残業を前提とし
た工事を受注できないようにさせたり、労働者に対する賃
金などの処遇確保の努力義務が課せられたりと、今、建設業
界は、「働くこと」に関して大きな転換期を迎えていると考
えています。

●建設業界の特殊な点
建設業界の特殊な点は、やはり現場ごとに働く場所が異

なることでしょう。工事現場ごとに、移動時間や移動手段が
異なるというのは、決して当たり前のことではないと思っ
ています。そして、もし移動時間が労働時間として認められ
る場合、それを踏まえた時間外労働の上限の管理を行わな
ければならないことから、このこと自体が非常に特殊と言
えるのではないでしょうか。

また、土木のように天候に左右されやすい業種があるこ
とも特殊な点であると考えています。例えば、道路工事にお
いては、雨が降ることで作業自体が困難になる場合があり、
休工することがよくあります。天候は、人の力ではどうする
こともできません。そして、その天候に左右された結果、当

社労士間の競争が激化し、また、業務のICT化が進む中で、「いかに業務価値を高めていくか」ということは、生き残りをかけた重要なテーマに
なっています。その選択肢の１つとして、個別の業種に寄り添い高付加価値なサービスを提供していくという観点に注目が集まっています。
本コーナーでは、業種特化の取り組みを行っている社労士の想いやその業界への高い見識を持った社労士のビジョンなどをご案内してまいります。

社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所 代表　浜田 佳孝 氏

社会保険労務士、行政書士、１級土木施工管理技士。
大学卒業後、専門学校の教員、市役所勤務（技術職）を経て、開業。市役所時代に公共工事の監督員などをしていた経
験を活かして、開業当初から「建設業専門」の事務所を経営。現在も、関与先企業を数十社持ちながらも、全国各地で
の講演や書籍の出版、連載記事の執筆などを行っている。
著書： 「最新労働基準法対応版　建設業働き方改革即効対策マニュアル」（秀和システム）、「図解即戦力　土木業界

のしくみとビジネスがこれ１冊でしっかりわかる教科書」（技術評論社）、ほか各種業界紙にて執筆

第52回第52回

建設業編業 種 特 化 社労士の視点から
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初契約した工期に間に合わせるために、現場をどう動かす
かといった工程管理が求められると同時に、時間外労働の
上限を気にしなければなりません。このように、企業として
は時代の要請もあり、かなり制限がかかる中で工事を進め
なければならないことから、この点においても特殊と言え
るでしょう。

●私自身が行っていること
私の事務所では、社労士としては通常の業務はもちろん

のこと、それ以外にも、例えば、労働安全衛生法に関係する
業務も取り扱っています。具体的には、労働災害を減らすた
めに何ができるか、また万が一労働災害が発生してしまっ
た際の企業対応を事前に一緒に考えるお手伝いなどもして
おります。他にも、建設業法に関するコンサルティング業務
も行っています。具体的には、建設業法に基づいて適切な体
制を整えているかのチェック、改善などをする業務です。請
負契約書の適法性を確認することもあります。これらは、行
政書士事務所を併設していることも大きいですが、それで
も、同様の業務を手掛けている社労士・行政書士事務所は
かなり少なく、個人事務所となれば、全国的にもほぼないの
ではないかと思っています。

これは、私が「建設業専門」として事務所経営している強
みであり、実際に従業員数が100人を超える企業様からも
関連業務のご依頼をいただいております。また、地方ゼネコ
ンである企業様などからのご依頼で、安全大会での講演を
させていただく機会もあります。

そして、私の事務所の理念は、「本当に建設業界に寄り添
える事務所」です。そのため、お客様が必要とされているサ
ービスはできる限り提供したいと考えており、時には販促
活動の支援なども行っています。業界の幅が狭い分、建設業
に特化した知識の量が多く、業務の幅はかなり広いかと思
っています。

●今後、建設業界に貢献できることは
建設業界は、偽装1人親方問題を始めとして、労働者の働

き方そのものが妥当なのか判断に悩むことも多い業界で
す。また、重層下請構造と言われるように、複数の建設業者
が同じ現場に一緒にいて作業を行うことが多く、元請依存
になる下請業者も非常に多いです。そのため、自社だけでは
働き方改革などを含めてどうにもならない問題を抱えてい
る企業も多く、解決が難しい課題がたくさん存在していま
す。ですので、私は、拙著の働き方改革の書籍でも触れてい
ますが、「自身の企業を良くするために今、自分たちには何
ができるのか」を自ら主体的に考えることが非常に大事だ
と思っています。一つ一つの企業が自立して、自らの企業の

あり方を考えることはとても大切だと感じています。そし
て、そのサポートをすることこそが、建設業界に貢献できる
ことにつながるのではないかと考えています。

●ビジネスの可能性について（現状と未来を踏まえて）
建設業界全体における社労士の関与率は、そこまで高く

はないと感じます。そのため、法律に抵触するような働き方
や請負の方法などがとられていることも少なくありませ
ん。それは、統計上も他業種と比べて労働時間が多いことか
らも想像ができます。このような状況を踏まえながら、ニー
ズ喚起ができれば、また短期的な視点で見るのであれば、ま
だまだ建設業界には社労士としてのビジネスの可能性は感
じます。

しかし、やはりAIによる士業への影響は避けられないと
も感じています。この1年でも、AIの進歩は凄まじかったと
感じます。それでも、かなり抽象的な表現にはなってしまい
ますが、長期的な視点で見れば、「この先生に相談したい」と
いうニーズはこれからもまだまだ存在するのではないでし
ょうか。AIによる回答の場合、それが正解なのか否かの最
終判断は自分自身になってしまいますが、その最終確認を
信頼できる人にお願いすることができるというのは、相談
者にとっては大きな拠り所になると考えています。あとは、

「この人の話を聞いてみたい」と思ってもらえることもビジ
ネスの可能性を広げると考えています。ですので、長期的に
見て今後のビジネスの可能性があるか否かは「人としての
総合力」を上げていくことが意外と大切なのではないかと
考えています。

その他にも、少し先の未来を見据えて、企業として行動で
きることも大切だと思っていますので、国の動向などを踏
まえて、これから待っている未来に向けて、各々の企業で
今、何をすべきかを提案してあげられる能力があることな
ども士業として大切だと考えています。先が読みづらい世
の中だからこそ、こうなるだろう、といった予測が立てられ
る士業は強いのではないか、と思います。そのようなことも
踏まえて、私はYouTubeチャンネルなどで、積極的に情報
発信を行うようにしています。私が直接関与できる企業数
はどうしても限られてしまいますので、YouTubeチャンネ
ルなどは多くの企業へ向けて情報を発信できるのが非常に
魅力的だと考えています。また、SNSは集客できないという
人もいるかもしれませんが、YouTubeなどのメディアを効
果的に使うことができれば、十分に集客をすることもでき
ます。このような所にもビジネスの可能性があると考えて
います。
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 ⹅ 法改正の情報インプットは社労士の重要任務
2025年も多くの法改正が行われます。4月だけでも育児介

護休業法、雇用保険法、高年齢者雇用安定法と続き、インプッ
トだけでも相当の時間がかかりそうです。

しかし厚労省の情報は初見では必要なことが何かを拾いに
くく、顧問先に伝えるにはわかりにくいことが多いでしょう。
とはいえ「〇月に法改正がある」という情報自体は、顧問先が
知る前に届けなくてはいけない。最近はSNSやニュースの速
度も速いですから、感度のいい労務担当者は私たちと同じス
ピードで情報を得ており、顧問社労士としての対応に苦戦し
ている先生も多いと推測されます。

 ⹅ 法改正の全体像と手順を知っていただくために
私たちは「HRbase PRO」という労務管理のAIサービスを

提供していますが、導入前には「法改正対応はどうなっていま
すか？」というご質問をいただきます。

社労士先生からそのようなご質問が来るのはごもっとも
で、法改正は社労士業務上の重要な要素であり、またツールで
解決できるような簡単なものではない、と思われていらっし
ゃるからでしょう。それには、私たちもまったく同感です。単
に厚労省の情報を集めるだけで、法改正対応ができるわけは
ないのです。

では、AIツールを提供する会社とし
て、法改正対応のどの部分を担えれば
社労士事務所の仕事はラクになるのだ
ろう。そう考え尽くした結果、いくつか
の機能をご提供できるようになってき
ました。

・機能1　労務マガジン
まずは「労務マガジン」です。これは

労務ブログのようなもので、顧問先へ
のニュースレターの素材として使って
いただくことを想定しており、労務管
理担当者が読んでわかりやすい記事に
仕立て上げています。

たとえば2025年2月には以下の2本をお届けしました。

◆【2025年度版】労務担当者が押さえておくべき法改正
◆ 2025年4月、介護離職防止のための新たな義務が発生します

労務マガジンは顧問先に送付するだけではなく、ご自身の
知識インプット材料に使っているというお声をいただいてお
ります。「網羅的、かつ具体的」な記事であることにこだわって
おり、全体像の理解にお役立ていただけます。

・機能2　労務管理ガイド
全体像がわかったら、次は「労務管理ガイド」です。労務担当

者が法令等を踏まえ、抜け漏れなく対応するための流れが記
載された機能です。注意事項や関連資料、Q&Aも付いており、
手続きの分岐も設定されているため、かなり具体的です。情報
ご提供後に法改正があれば、施行日を基準に最新バージョン
に更新をしています。

上記の機能の目的は、正しい情報を探し回る手間を省いて
いただくこと。そのため情報を的確にまとめきり、人の手で編
集してお渡ししています。

「AIツールだと思ってHRbase PROを導入したら、驚くほ
ど『人の目で精査された情報』が多かった」というお声をいた

株式会社HRbase 
代表取締役/社会保険労務士　三田　弘道 氏

兵庫県西宮市生まれ。大阪大学大学院在学中に社会保険労務士試験に合格。2015年に株式会社
Flucle（現 株式会社HRbase）を起業。労務領域の属人化を課題に感じHRbaseサービスを開発し、
業界に先駆けて生成AIを労務管理に活用したツールを開発。大阪府社会保険労務士会 デジタル化
推進特別部会員。ITや業界活性化のテーマで毎月約10本のセミナーに登壇。

■画像1

労務管理はまだまだテクノロジーに任せきれない。
～HRbase PROは法改正にどう向き合い、何をしているか～
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だくこともありますが、それこそが私たちの目指す、本当に使
える労務管理ツールのあり方です。繰り返しになりますが、労
務管理はテクノロジーに任せきれるような簡単なものではな
いからです（画像1）。

 ⹅ AIでは、検索能力を補強できる
ここまで、私たちがいかに手作業の部分を重視しているか

をお話しいたしましたが、紙の資料ではなくAIを通じて提供
していること自体に付加価値があると自負しております。

たとえばHRbase PROの「労務アシスタントAI」に次の質
問をしてみました。

2025年4月、育児・介護休業法が改正されます。この改正
の趣旨のひとつに「介護離職防止のための仕事と介護の両立
支援制度の強化等」がありますが、社労士事務所が何をすべき
かを教えてください。

すると概要としての回答とともに、関連資料も表示されま
す（画像2）。

経験豊富な社労士先生は「ほしい情報が本やネットのどこ
にあるのか」を経験から知っており、ご自身の力で素早くアク
セスできるかと思います。しかし昨今の情報ネットワークの
変化は、もはやひとりの人間が把握しきれるものではありま
せん。

だからこそ、「AIがデータベースから正しい資料だけを収
集して提示する」という仕組みは、経験から得た検索能力を補
強し、かつ「自力では調べきれなかった情報」までを網羅的に
得ていただける、新しい方法なのです。

今までChatGPTなどを試してみて「正しい情報が出てこな
い」と思われた先生にこそ、HRbase PROを使ってみていた
だきたいと考えています。

 ⹅ 顧問先満足度のためにAIの活用を
日本の企業はこれからますます苦境に立たされるでしょ

う。採用の難易度は上がり、魅力的な労働環境をつくらなけれ
ば事業自体が立ち行かなくなっていきます。

しかし社労士の力がもっと社会に行き渡れば、これらの課
題は少しずつ解決に向かうと信じています。だからこそテク
ノロジーを活用し、専門家の知恵を結集していきましょう。社
労士がAIに取って代わられるのではなく、社労士がAIをうま
く活用し、今まで以上の範囲をカバーできるように仕組みを
変えていくのです。

法改正対応は、社労士にとって大切な業務であるとともに、
業務のあり方を考えるよい機会でもあると考えています。顧
問先の「ありがとうございます」という笑顔のために、情報イ
ンプットの先にある本質的な仕事のために、業務の一部を
HRbase PROにお任せいただければ幸いです。

【労務相談プラットフォームHRbaseのサービスサイトが
リニューアルされました。】
 サービスサイト

「顧問業務の質と速さを支える」という新しいキ
ャッチコピーにあわせ、トラブル対応や専門家
向けの高度なコンテンツも随時提供予定です。

■画像2
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広告
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facebookでも
情報発信中！

＜お問い合わせ＞  中⼩企業福祉事業団
〒111-0036 東京都台東区松が⾕1-3-5 上野イーストビル2階
TEL：03-5806-0298 MAIL：info@chukidan-jp.com

提携企業概要

幹事社労⼠⾼度化事業にHRbase PRO 中企団プランが導⼊されます。

NEWS

このたび中企団は株式会社ＨＲｂａｓｅ様と提携いたしました。
これにより両社協業して、社労⼠業界のデジタル化を推進して
まいります！

×
業務提携に関するお知らせ

HRbase PROに関する紹介代理店契約を締結し、広く社労⼠業界にご案内してまいります。

株式会社 HRbase

代表取締役 三⽥ 弘道

創⽴年⽉⽇ 2015年9⽉1⽇

所在地 ⼤阪府⼤阪市中央区⾕町2-1-19

    サンクチュアリーコート3A号室

URL https://hrbase.co.jp/

提携概要
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●事務所概要と社名への思い

当事務所は2001年に創業、2022年に法人成りし、今年2
月で25年目を迎えます。現在、特定社労士が私を含め3名、
社労士1名、スタッフ3名の計7名という小規模所帯で運営
しています。

当事務所では創業以来、「お客様のご要望に応え、信頼関係
を築きながら、企業の健全な発展と働きやすい職場を作るこ
とに貢献します」を使命として、日々邁進しております。

また、私たちが取り扱う人事・労務関連は、法律用語や専
門用語など難しい言葉が並び、お客様には分かりづらい内
容も多々あるため、「丁寧で分かりやすい説明」を第一に心
がけ、お客様のご要望に応える姿勢を大切にしています。

社名ですが、アンフィニとはフランス語で「無限」という
意味です。人間には「無限の可能性」があります。誰もが、や
ればできるという可能性を無限に秘めています。
「今日」とは「過去」の色々な場面で私たちが選択してきた

結果であり、変えることはできません。しかしながら「今日」
からの行動を変えれば「明日」を「未来」を変えることができ
ます。

私たちはこの「無限の可能性」を信じ、まずは自分たちが
行動を変えることにより、私たちがかかわる全ての人が幸
せになり、世の中が明るくなることを望み、この社名にしま
した。

●事務所の特徴

当事務所でも人事労務の相談をメインに就業規則の作成
や諸手続き、給与計算等も行っていますが、特に力を入れて
いるのが「人事評価制度の構築」「社員研修」「定例訪問」です。

1　人事評価制度の構築
まずは人事評価制度の目的を明確にしてスタートしま

す。そして人事評価シートはA3用紙1枚で各評価項目を評

価し集計できるように工夫しています。また評価制度だけ
でなく、評価した結果をどのようにフィードバックするか
の面談制度や頑張った人が報われる賃金制度を構築してい
ます。

2　社員研修
特に力を入れているのが評価者研修です。人事評価制度

の仕組みを作ったとしても、運用がうまくいっていない企
業はたくさんあります。運用がうまくいかないのは理由が
あります。評価する人が何のための人事評価制度なのかを
教えてもらっていないからです。

当事務所ではそれぞれの会社の仕組みに合わせた基本研
修、事例演習、面談ロープレ等を実施しています。これまで
に民間・行政を合わせ延べ1,000回以上行っています。

3　定例訪問
「行きます！　聴きます！　提案します！」をモットーに

毎月1回の定例訪問を実施し、お客様の困っているところ
を解決しています。しかし、お客様は労働法のプロではあり
ません。困っているところ（法違反）に気付いていないかも
しれません。そのために、お客様のもとへ直接伺い、お客様
から話を聴き出し、色々な解決策を提案しています。

また送検・裁判事例や法改正情報等の情報提供も行って
います。

●最後に

時代の流れやお客様のニーズは日々変化しています。そ
の中で、私たちがこれからも存続していくためには不変の
ルールがあります。それは、お客様から信頼を得ることで
す。これからもお客様に価値あるサービスを提供すること
により信頼される社労士事務所を築いてまいります。

顧客に求められる社労士事務所へ
顧問先を増やそう！

現在、中小企業経営者の多くが社労士に期待することは、「最新の法制度や法改正の知識」「専門家としての明快な助言」「経営課題に対する問題
解決能力･コンサルティング力」です。『幹事社労士高度化事業』は、このような社労士に近づくことを目的とし、各種サービスの提供を行って
おります。このコーナーでは、『幹事社労士高度化事業』に協賛いただいている先生の声をお伝えいたします。

福岡県　中島　一平（なかしま　いっぺい） 氏
アンフィニ社会保険労務士法人

第107回第107回
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主な特長

【制度運営者】

大同生命グループ

【お問合せ先（委託先会社）】
【新規お問合せ専用】

通話料
無料

９：30～16：00（土・日・祝日・年末年始を除く） nss-inquiry@nss-jp.com

不明点は
コールセンターに照会

専門スタッフが
サポート

全国約1,100の
金融機関を利用可能

全国最大規模の
口座振替ネットワーク

安心・明瞭な
ご利用料金

専用ソフト不要で
パソコン操作も簡単

初期費用
０円

利用しない月の
利用料金０円 請求明細書・口座振替の

ご案内ハガキは
インボイス制度に対応

インボイス制度
に対応

Invoice

振替内容

インボイス制度
対応

（Ｅタイプ）

顧問料

タイプ Ｅタイプ PCのWeb画面からデータ入力 Ｅタイプ PCのWeb画面からデータ入力

利用料金等

振替日 ８日、22日 ８日、22日、27日

ナビゲーター さくら

現金・小切手の準備や
振込の手間・
手数料が省けます。

✓

集金時の紛失・盗難の
リスクを解消、
未払いも軽減。

✓

貴事務所の
集金・請求業務の
効率化も可能に。

✓

全国社会保険労務士会連合会共済会

ご利用料金
（税別） 2,000円＋請求1件×112円 〈100口座未満の場合〉7,500円＋請求1件×37円

〈100口座以上の場合〉請求1件×112円

口座振替
システム
口座振替
システム

パソコン操作による
請求・入金管理が可能な

請求明細書
請求明細をPDFで提供

無料

請求明細書
請求明細をPDFで提供

無料

案内ハガキを顧問先あて発送
口座振替のご案内ハガキ 口座振替のご案内ハガキ

案内ハガキを
顧問先のお客さまあて発送

ご利用例

有料オプション
ハガキ１通につき

作成料15円（税別）+郵送料

有料オプション
ハガキ１通につき

作成料15円（税別）+郵送料

請求件数
5,360円
7,600円

179円
152円

8,610円
9,350円

287円
187円

ご利用料金 １件あたり ご利用料金 １件あたり
30件
50件

社会保険労務士先生向け 顧問先向け

営2430　2024/08
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✈

■となりは何をする人ぞ！
ご存じの通り、松尾芭蕉の奥の細道ですが…我々隣接士

業のことは意外と知らないのではと思い、今回は少し行政
書士の業務（特に入管業務）についてお話しをしよう。

■少子高齢化と外国人労働者の雇用
日本は現在、少子高齢化の進行によって生産労働人口が

減少し、企業は生産性を維持・向上させるために新たな労
働力を求めている。そのため、外国人労働者の受け入れが重
要なテーマとなり、多くの企業が外国人を雇用するように
なってきている。事実、日本政府もこれまでと違い積極的な
外国人材雇用へとかじ取りを始めた。特に、製造業や建設
業、介護業界などでは、労働力不足が大幅に改善されてお
り、外国人労働者の活用がますます期待されている。そこ
で、入管のプロと言われる行政書士の出番となるわけだが、
その実『行政書士』は何する人ぞ！との声が聞こえてくる。

現在、行政書士は全国に約52,000人の登録者がおり、毎
年試験合格者が約5,000～6,000名増えている。全国のコ
ンビニ店が56,000店舗あるとのことなので、まさに昨今
は『犬も歩けば行政書士に当たる！』時代ともいえる。

さて、ここで、約１万種類にも及ぶと言われるほどフィー
ルドの広い業務を抱える行政書士ではあるが、実際にはな
にをしているのか見ていただきたい。

①入管業務
外国人の在留手続きを支援する業務
具体的には：
◦在留資格認定証明書交付申請（COE申請）
◦在留期間更新許可申請
◦在留資格変更許可申請
◦永住許可申請
◦帰化申請に関する書類作成や手続きサポート

②許認可申請業務（行政書士の王道ともいわれるメイン業
務）
企業や個人が事業を行う際に必要な許認可の取得を支援

具体的には：
◦飲食店営業許可
◦建設業許可
◦風俗営業許可
◦古物商許可
◦産業廃棄物収集運搬業許可

③法人設立や企業支援業務
事業を開始する際の書類作成や手続きを支援
具体的には：
◦株式会社や合同会社の設立手続き
◦定款の作成および認証手続き

④相続・遺言関連業務
個人のお客様向けに財産承継に関するサポートを提供
具体的には：
◦遺言書の作成支援（自筆証書や公正証書遺言の作成）
◦相続関係説明図や遺産分割協議書の作成
◦成年後見制度の利用支援

⑤農地や土地利用関連業務
農地や土地に関する手続きも行政書士の業務範囲
◦農地転用許可申請
◦開発行為許可申請
◦農地法や宅地建物取引業法関連の申請書作成

⑥自動車・運輸関連業務
◦自動車の名義変更や廃車手続き
◦運送業の許可申請
◦車庫証明申請

⑦クライアントの代理業務（※法律に基づく範囲）
行政機関への申請手続き代理や、関係書類の提出代行
これらの業務を通じて、行政書士は個人や企業が必要な
手続きをスムーズに進められるよう、法律に基づく専門
的なサポートを提供している。どの業務を中心に展開す
るかで、業務の幅や深さが大きく変わってくる。

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少に加えて、アフターコロナ、円安効果も相まって、急激なインバウンド需要により一部の業種では人手不
足が深刻な問題となってきている。
そこで、外国人を雇用する企業も多くなってきているが、日本人を雇用する場合と違って『入管法』の知識がないばっかりに、不法就労などの
リスクがついて回る。まさに道路交通法を知らずに、車を運転して公道に出るようなものだ。企業を顧問先として抱える社会保険労務士さんと
て『入管法の知識』は無縁ではないはずだ。
この機会に、正しく入管法を理解して顧問先を守り、頼られる社会保険労務士さんになる一助となれば嬉しい限りだ。

第１回　『となりは何をする人ぞ！』意外と知らない、隣接行政書士の入管業務

行政書士　村上法務事務所　代表／行政書士（申請取次行政書士）　村上　勝昭（むらかみ かつあき）氏
大阪市出身 – 外国人の在留手続き専門行政書士。
前職は大手旅行会社でツアーコンダクターとして世界を飛び回り、定年退職後に愛読書を観光ガイドブックから六法全
書に切り替えて、2017年に行政書士資格を取得した異色の行政書士。
資格取得後、専門学校の留学生へ日本の観光産業を教える非常勤講師として勤務したが、彼らからの質問や相談は授業
内容ではなく、もっぱら在留資格に関するものばかりであった。
これらの経験を踏まえ、外国人の在留許可申請や身分手続きを専門にサポートする申請取次行政書士として現在活動中。
また、大分県行政書士会副会長として会運営にも携わり、最近は新人行政書士向けに人気の業務である『入管業務実務オ
ンライン講座』も運営している。

避けては通れない！避けては通れない！『顧問先を守る入管法』『顧問先を守る入管法』
社労士と行政書士の協業の重要性社労士と行政書士の協業の重要性

新 連 載
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さてここまで多くの業務を紹介してきたが、入管業務に
関しては行政書士誰しもが関わっているものではない。な
ぜなら、入管業務の根幹である「入管法」は行政書士試験科
目にはないからだ。試験合格後に改めて学習をして、別途

【申請取次行政書士】の資格を取得した行政書士がこの業務を
専門に行っているのだが、外から見た限りではわからない。

入管業務は、外国人を雇用する企業に関連するため、もう
少し詳しくみていくことにする。

①在留資格認定証明書交付申請（COE申請）
海外にいる外国人労働者を日本に呼び寄せ自社で雇用す
る際の法務省の許可を得るための手続き。特に新規で来
日する場合に必要な手続きとなる。
対象例：
◦日本企業が海外の労働者を雇用する場合
◦日本の大学に留学生が入学する場合
◦国際結婚後、外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合

②在留期間更新許可申請
現在雇用中の外国人が、在留期間が満了する前に期間を
延長する手続きで、車の免許証の更新をイメージすると
わかりやすい。
対象例：
◦就労系在留資格で在留する滞在を延長する場合
◦身分系在留資格で滞在中のビザ延長

③在留資格変更許可申請
現在の在留資格から他の資格へ変更する手続き。在留中
のライフスタイルの変更や身分が変わった際に必要。
対象例：
◦ 留学生が日本で就職し「技術・人文知識・国際業務」に

変更する場合
◦配偶者ビザから永住権取得を目指す場合
◦技能実習生が特定技能ビザへ移行する場合

④永住許可申請
外国人が日本に無期限で滞在し、就労や居住の自由を得
るための手続き。永住権は申請が厳格で、一定の条件を満
たす必要があり、最近は許可難易度が上がっている。

⑤帰化申請サポート（※関連業務）
外国人が日本国籍を取得するための手続きで、帰化は入
管業務ではないが、関連性が深いため多くの行政書士が
取り扱っている。

⑥技能実習生・特定技能ビザサポート
外国人労働者の受け入れに関連した手続き。企業が制度
を理解し、正確に対応するためのサポートを行う。
対象例：
◦技能実習制度を利用する中小企業
◦特定技能1号・2号での外国人採用

⑦外国人の家族呼び寄せ（家族滞在ビザ）
雇用している外国人が、本国から配偶者や子供を呼び寄
せる手続き。

⑧入管法に基づく相談業務
行政書士は外国人や日本企業からの以下のような相談に

対応する。
対象例：
◦在留資格の選択に関するアドバイス
◦入管法改正や最新情報の提供
◦不許可事例や再申請のアドバイス

■まとめ
このように日本に在留する外国人は一部の人を除けば、

何かしらの在留資格を取得する必要があり、その人の生活
スタイルや滞在目的が変更されたときには、在留資格の手
続きが必要となる。それらの手続きを専門に業務として行
政書士が請け負っている。

社会保険労務士は、労働法を中心に社会保険制度や労働
環境に関する専門知識を持つ専門職であり、企業が労働法
を遵守し、適切な労働条件を提供できるようにサポートす
る。そして、外国人労働者を雇用する場合、給与の支払い方
法、労働時間、休暇、労働契約書作成、社会保険の適用など、
法的な義務を正しく守ることが求められる。

一方、行政書士は、入国管理法に精通し、外国人労働者の
在留資格申請や在留資格の変更手続き、更新手続きを行う
専門家である。例えば、企業が外国人労働者を雇用するため
には、その外国人が在留資格を取得している必要があり、行
政書士は在留資格申請の手続きまた、就労資格が正しく管
理されている事を確認する。企業が外国人労働者を雇用す
る際、社会保険労務士と行政書士はそれぞれの専門分野に
おいて重要な役割を担っているが、協力して業務を遂行す
ることで、より効果的に外国人労働者雇用を支援すること
ができる。以下のような具体的な理由で、双方の協業は不可
欠だ。

①外国人労働者の雇用における法的リスクの回避
外国人労働者の雇用は、労働法と入国管理法の両方に関

連する問題が起きる。例えば、外国人労働者が一定の在留資
格で就労していた場合、企業は法的責任を負うことになる。
社会保険労務士と行政書士が協力して、外国人労働者が適
切な在留資格を保有し、また労働条件が法的に正当である
ことを確認することで、企業の法的リスクの回避ができる。

②外国人労働者の雇用手続きの効率化
外国人労働者の雇用に関する手続きは非常に複雑だ。労

働契約書作成や社会保険の加入手続きといった労働法関連
の業務と、ビザの申請や在留資格の変更手続きといった入
管法関連の業務がある。社会保険労務士と行政書士が連携
し、これらの手続きを一貫してサポートすることで、企業は
手続きを効率的に進めることができる。

③外国人労働者の正しい労働環境の整備
外国人労働者は、言語や文化の違いから、労働環境に関す

る理解が不足している場合もある。社会保険労務士は、労働
契約書の作成、外国人労働者が労働条件を的確に理解、納得
できるようにサポートする。このように、お互いが連携する
ことで、外国人労働者が安心して働ける環境が確保される。

さて、次号第２回では、企業が外国人雇用を考えたところ
から、面談、採用に至るまでの場面にスポットをあてたポイ
ントについて解説をしていく。

 （つづく）



人手不足が深刻化する地方では、新規採用のハードルが上
がっているため、既存社員の定着がより重要になっています。
労働条件の改善や職場環境の整備、やりがいの創出など、様々
な角度から退職防止に取り組む必要があります。

退職する理由について、多くのアンケートで上位に挙がる
のが「労働条件」、「人間関係」、「やりがい」の3つ。全国的に鉄
板3要素と言っても差し支えない理由ですが、今回はもう少
し具体的にイメージしてもらうために、岩手県で実施した若
年者雇用動向調査から「転職しようと思っている理由」を一緒
に見ていきましょう。

まず労働条件の部分をみると、「賃金の条件がよい企業にか
わりたい」がもっとも多く、2番目に「労働時間・休日・休暇
の条件がよい企業にかわりたい」となっています。賃金が高
い、残業が少ない、休みが多いといった会社に人気があるのは
必然のことであり、皆さんも常日頃からこのあたりの労働条
件の改善や待遇向上に努めていると思います。一般的なほか
のアンケートでも今回のように「賃金」がトップに位置するケ
ースが多いと思います。しかし、20代を中心とした若手は、

「賃金よりプライベートな時間を大事にしたい」というニーズ
が強く、「労働時間・休日・休暇」が1番にランクインするケ

ースがあります。ただ、34歳以下を対象とした今回のアンケ
ートでは「賃金」にこだわる人が多かったようです。これには
都市部と比べ賃金水準が低いという背景があるのかもしれま
せん。

また、「やりがい」も仕事を続けていく上では重要な要素で
す。調査では、「仕事が自分にあった企業にかわりたい」という
声が4番目に挙がっています。忙しさで目の前の仕事をこな
すだけになってしまうと、やりがいを感じる機会は少しずつ
減っていきます。そんな状態においても、経営者はやりがいを
感じさせる工夫が必要です。有名な「教会をみせる」という話
が参考になります。ご存じの方も多いと思うため内容は割愛
しますが、今の仕事が何につながっているのかを意識するこ
とで、単純な作業でもやりがいは大きく変わってきます。自分
達の仕事の目的は何なのか、今一度、再確認してみてはいかが
でしょうか。

今回は退職理由鉄板3要素のほかに、「仕事上のストレスが
大きい」が3番目に入っています。地方と都市部では働く人の
性格も変わってくるため、もしかすると地方ならではの理由な
のかもしれません。そこで「職場・仕事で、ストレスを感じるの
はどのようなことですか」の別のアンケートを見てみると、1
位が「仕事の進め方が非合理的、慣習的」、2位が「仕事量が常に
多い」です。とりわけ地方の会社は、あまり変化を好まない、人
手不足でいつも忙しいといった傾向があるため、常に改善やデ
ジタル化を心がけ効果的・合理的に作業を進めることにより、
課題である人手不足にも対応できるようになります。

話は変わりますが、最後にひとつだけお伝えしたいことが
あります。先日開催したSmartHRさんとの共催ウェビナー

「地方の人事戦略」では、約3割の参加者が「現在は課題がない
が、今後の参考にしたいため」という理由で参加していまし
た。しかし、現代の経営環境では、すべての企業に何らかの改
善点や課題が存在するはずです。この結果は、実際には課題が

「ない」のではなく、企業内部の視点だけでは「見えていない」
可能性があります。そのため、社労士など外部専門家による客
観的な視点が、潜在的な課題の発見に重要な役割を果たすか
もしれません。

 （つづく）

本田社会保険労務士事務所　社会保険労務士　本田　淳也（ほんだ　じゅんや）氏
1975年青森県深浦町生まれ。
青森市の本田社会保険労務士事務所代表。社労士としての一般的な給与計算、労働社会保険手続き、労働相談、就業
規則作成等のほかに、社外人事部長として社員がイキイキ働ける組織づくりをサポートしている。著書「人手不足
時代を生き抜く地方の会社の人事戦略」（労働新聞社）、「自動車整備業の経営と労務管理」（日本法令）。猫にはまっ
ている50歳。

都市部と比べ地方には苦しい経営が続いている会社が多く、さらに今後は人手不足が運営を圧迫し、ただでさえ生産性が低く、資金が乏しい地
方会社の経営難度が押し上げられます。そんな中、“社労士として頑張っている地方の会社を応援したい“という思いから書籍「人手不足時代を
生き抜く地方の会社の人事戦略」を出版しました。本稿では、この書籍の内容に沿って、全4回にわたり連載でご紹介していきます。

第2回　これからは離職率の減少に全力投球すべし（定着支援）

人手不足時代を生き抜く地方の会社の人事戦略

○転職しようと思っている理由（複数回答）
賃金の条件がよい企業にかわりたい

労働時間・休日・休暇の条件がよい企業にかわりたい

仕事上のストレスが大きい

仕事が自分にあった企業にかわりたい

将来性のある企業にかわりたい

人間関係のよい企業にかわりたい

自分の技能・能力・専門性が活かせる企業にかわりたい

家庭の事情（介護・結婚・子育て等）

ノルマや責任が重すぎるからかわりたい

生活が不便・周辺に遊べる場所が少ない

経営状態が悪そうだから又は解雇されそうだから

独立して事業を始めたい

健康上の理由

不安定雇用（非正規・有期雇用等）が嫌だ

出身地に戻るため

責任のある仕事を任される企業にかわりたい

その他

事業を継ぐ又は手伝いたい

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

出典：いわてで働こう推進協議会「令和元年度 岩手県の若年者雇用動向調査結果」
出所：「岩手県の若年者雇用動向調査」
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この研究会は、労災保険制度に関する現代的な課題を検討
するものです。当然、将来の労災保険法の改正を見据えた研究
会とみることができます。厚生労働省労働基準局が所管して
おり、9名の学識経験者（全員が大学教員）によって組織され
ています。

1　本研究会の趣旨・目的
昭和22年に制定された労災保険制度においては、近年、二

次健康診断給付の創設（平成12年改正）、複数就業者の増加等
を踏まえた通勤災害保護制度の拡充（平成17年改正）、船員保
険の被保険者を適用対象とする改正（平成19年改正）、複数業
務要因災害に関する保険給付の創設（令和2年改正）等の改正
を重ねてきました。その一方で、女性の労働参加の進展、更な
る就労形態の多様化等、制度を取り巻く環境は常に変化を続
けています。

そこで、このような状況を踏まえ、労災保険制度の現代的課
題を包括的に検討すべく、「労災保険の在り方に関する研究
会」（以下、「本研究会」とします。）を設置しました。

2　本研究会のこれまでの動向と今後の予定
本研究会は、昨年の12月24日からスタートし、2月21日ま

でに3回開催されています。そのうち、最初の2回については、
既に議事録が公表されています。また、委員から出された主な
意見についても整理されており、インターネットで閲覧でき
る状態になっています。

今後も、月1回程度のペースで議論を行い、6月から7月には
中間報告が出される見込みとなっています。この中間報告が
出た段階で、今後の法改正に向けての方向性がある程度見え
てくるのではないかと思われます。

3　これまでの議論で出てきている委員の意見の例
現在公表されている意見をみると、「遺族補償年金」と「消滅

時効」関係のものが中心になっているようです。本稿において

は、このうち遺族補償年金に関し、委員の意見の例をいくつか
抜粋して紹介します。このテーマに関しては、4つの論点に整
理した上で、委員の発言の概要が公表されています。

〈論点①〉遺族補償年金の趣旨・目的
・損害賠償との関係も踏まえるべき。労災保険は、損害賠償に
おける過失の立証の困難さを考慮して、それを補完するため
に無過失責任を採用した側面がある。

〈論点②〉給付の要件について
・昭和40年当時には女性は独力では生計維持できないと考
えられたのであろうが、今のデータを見れば、女性は独力で生
計維持できるように思われ、性別で差を設ける必要性は失わ
れている。

〈論点③〉給付水準について
・遺族補償がカバーしようとしていたのは、具体的な被扶養
関係ではなく、永久的全部労働不能による損失と考えられて
いた。素直に考えれば長期給付が想定されるが、一企業が行う
ものなので一時金にしたり金額の設定がなされたりしてい
る。労災保険法ではそういう考慮は必要ないこともあり、遺族
厚生年金とは違って長期給付を検討すべき。

〈論点④〉労働基準法との関係について
・労災保険法は労基法の災害補償責任をもとにしており、労
災保険法を労働基準法よりも狭めるとの方針はないはず。労
働基準法及び労基則において、配偶者について、配偶者である
こと以外には何ら要件がない。遺族の支給要件に関して、夫婦
に関して夫婦である以外の何らかの要件を設けると労働基準
法の要件よりは狭くなってしまう。

第78回　労災保険制度の在り方に関する研究会

法改正は概ね「審議会等討議」「法律案提出・可決」「法律施行」の流れで進みますが、それぞれの段階でお客様に周知することで、規定改定等の意識付
けを強めることができます。また、法改正に至った社会的背景を把握することにより、より深くお客様に説明することが可能です。
この『法令改正最前線』コーナーでは、法改正のポイントを押さえつつ、その周辺の情報にも触れることによって、お客様へ説明する際の一助となるこ
とを目的としております。

社会保険労務士法人LEC
社会保険労務士　滝　則茂 氏

法令改正最前線

資格の学校『LEC東京リーガルマインド』資格講座割引受講のご案内
幹事社労士およびその職員の方は、資格の学校『LEC東京リーガルマインド』が扱う通学・通信講座を
一般価格より20％割引の特別価格にてお申込みいただけます！（一部の講座除く）ぜひご活用ください！
※お申込み方法は、中企団ホームページにログイン後「業務提携先サービスの利用方法、手数料」のページをご覧ください。
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規程の作成・管理・編集業務を一元化するクラウド型規程管理サービス

（通称：スマキテ）

選ばれた理由は「使いやすさ」にあり 
─就業規則の作成・変更から労務監査まで、幅広い活用可能性─

20年の実績をもとに多種多様なニーズに対応

まず、事務所の概要についてお聞かせください。
2004年に開業し、2024年にちょうど20周年を迎えたこ
とを機に法人化しました。現在は、社労士が私1名、従業員3
名の体制で運営しています。業務内容としては、労務管理に
関する相談、労使紛争を未然に防ぐためのアドバイス、トラ
ブル対応のサポート、社会保険・労働保険の手続き、就業規
則の作成・変更に関するご相談などを行っています。また、
最近では労務監査も増えてきています。

クライアントは、労働者1人の会社から大規模な企業まで、
また業種もさまざまです。ニーズに合わせて、できるだけき
め細やかな対応を心がけています。併設している労働保険
事務組合では、労働保険に関する手続きを職員が中心とな
って行っています。

廣井先生ご自身のキャリアについても教えていただけま
すか？

私は新潟の出身で、社労士になる前は役所で外国人労働者
の相談員をしていました。そのときに労働関連の法律につ
いての知識不足を感じ、労働基準法に興味を持ったことが、
今の仕事を始めるきっかけとなりました。

レイアウト調整の負担軽減を目指して

スマキテの導入前は、どのような課題がありましたか？
就業規則は、労使紛争を防ぎ、従業員の満足度を上げる大切
な文書です。社労士としての20年の経験から、就業規則は
会社にとって非常に重要なものであると感じています。た
だ、その作成や変更の際のレイアウト調整に多くの時間が
かかってしまい、職員の負担になっていました。特に併設し
ている労働保険事務組合の業務など、ほかの重要な業務に
十分な時間を割けない状況が続いていました。

スマキテを導入されたきっかけを教えていただけますか。
以前から営業のお電話はいただいていたのですが、なかな
か腰を据えて検討する機会はありませんでした。そんなな
か、2024年12月に新潟県社会保険労務士会主催の社労士
事務所デジタル化フェアに参加し、スマキテのブースを見
学したんです。実際に操作してみたところ、思った以上にハ
ードルが低く、ITシステムの操作に慣れていない私でも簡
単に使えそうだと感じました。一緒に参加していた当所の
職員も「これがあれば楽になりそう」と言っていましたね。

デジタルフェアには他社の製品も出展されていましたが、
スマキテは担当の方の説明がとてもわかりやすく、サポー
ト体制も充実していると感じ、長くお付き合いできそうだ
と思えました。これが導入の決め手になりました。

新旧対照表作成やM&Aに向けた労務監査対応も

導入されたばかりですが、実際にスマキテを使用されて
みていかがですか？

以前導入した別のシステムでは、職員がマニュアルを見な
がらでないと操作できないということがありました。しか
し、スマキテは普段使っているWordから大きく離れてい
ない操作感で、徐々に慣れていける印象です。直感的に使え
るのが大きな特徴だと感じています。

導 入 活 用 事 例
社会保険労務士法人
クロスブリッジ
廣井加奈子先生
所在地：新潟県
従業員規模：3 名
導入時期：2025 年 1 月
導入プラン：ライトプラン

今回お話を伺った先生
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総合法令情報企業として、これからもお客様と共に
設立：昭和23年1月14日
資本金：9億1,050万円
国内事業所：本社総轄本部、本社別館・名古屋支社、関東支社、
東京本社・支社ほか札幌・仙台・大阪・高松・広島・福岡営業所

当社は1948年の創業以来、70年以上にわたり、法規関係書籍を中心とした出版事業を展開してまいりました。1948年に最初の法規書
籍を発刊してから、加除式書籍の既刊書は600種類を超え、単行本は年度版法令書、専門家向け各種実務書など数多くの出版物を発刊し
ております。また、電子媒体独自の機能や操作性を考慮したオンライン書籍、電子書籍
も発売しております。さらに、2021年には新日本法規出版の雛形規程及び解説を搭載
したナレッジ管理エディタ「スマート規程管理」のリリースや、法律情報をワンストッ
プでご提供するオンラインデータベース「LEGAL CONNECTION」をリリースする
など、これまで培ってきたノウハウや知識・知見、ネットワークを活かし、テクノロ
ジーを利用したソリューションサービスの提供を今後も積極的に行ってまいります。

※サービスの問い合わせ先は次ページをご参照ください。

これから、スマキテをどのように活用されていく予定ですか。
まさに今、就業規則の変更案に関する相談を複数社から受
けており、そのなかにはレイアウト調整も含めた依頼や、
PDFデータしかない案件もあります。以前はこうした相談
に対応するには多くの手作業が必要で、マンパワーの問題
で対応に苦慮することもありました。スマキテを導入した
ことで、より冷静に対応できるようになったと考えていま
す。

特に便利に使えそうだと感じているのが、グループ会社間
で就業規則を比較するシーンです。たとえば、親会社の就業
規則との差分を表にしてほしいという依頼には、今までは
手作業で対応していました。しかし、スマキテの新旧対照表
作成機能や差分比較機能を使えば、この作業を大幅に効率
化できます。今のところ、約3分の1にまで作業量を削減で
きると見込んでいます。

また、最近はM&Aに関連した労務監査の依頼が継続的に増
えています。この際、就業規則の不備を指摘する作業が重要
になるのですが、これまではその確認作業を手作業で行っ
ていました。今後は、スマキテの雛形をスタンダードとして
活用することで、より効率的に不備を見つけ出すことがで
きるようになると考えています。

効率化の先に見据える、よりきめ細やかなサー
ビスの実現

業務効率化によって、どのような展開を考えていらっしゃ
いますか？

効率化で生まれた時間を、よりきめ細やかなサービス提供
に充てていきたいと考えています。当所は長くお付き合い
いただいているクライアントが多く、その信頼関係を維持・
強化していくことが大切だと考えています。それぞれの企
業で求められているものは異なるため、効率化で生まれた
時間を使って、より個社のニーズに合わせたサービスを提
供していきたいと思っています。

どのような方にスマキテをおすすめしたいですか？
就業規則の作成に携わるすべての方におすすめしたいです
ね。Word作業特有のレイアウトの難しさがなく、条文番号
のずれなどを自動で修正できる機能があり、とても便利で
す。また、半角・全角の統一など、細かな体裁の調整も瞬時
にできます。まだ本格的な使用は始まったばかりですが、こ
れまでの経験からも、多くの方の業務効率化に貢献できる
製品だと確信しています。

その他の導入事例はこちらをご覧ください↓

広告
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広告
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広告
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～無効な “技能講習修了証”に注意～
　2025年2月27日刊行「労働新聞」メールマガジン　No.619　より

外国人労働者らの間で登録教習機関以外の法人が発行した
“偽造技能講習修了証”が出回っているとして、千葉労働局は
現在、県内の事業場を中心に注意を喚起しています。

偽造されたのは、業務に従事するうえで技能講習の修了が
必要なフォークリフト運転や玉掛けなど10種類に上ります。

同法人は講習を実施せず、偽の修了証を“販売”していまし
た。

事業者が、正規の技能講習を修了していない者に対象業務
を行わせた場合は労働安全衛生法第61条（就業制限）に抵触
することになり、立件されれば、6カ月以下の懲役または50万
円以下の罰金が科される恐れがあります。

令和4年には、就業制限違反で送検された事案が全国で31
件に達しました。

とくに、新たに労働者を採用して対象業務に就かせるとき
は、「有資格者」かどうかの確認に細心の注意を払う必要があ
るでしょう。

技能講習修了証の“偽造”事案は、これまでにもたびたび発
生しています。

令和3年には、北海道千歳市に所在する建設会社が、実在す
る登録教習機関を騙るなどして9年間にわたって偽造した技
能講習修了証・特別教育修了証を発行していたことが発覚し
ています。

一方、千葉労働局管内のケースでは、登録教習機関以外の法
人が、自社名義で“修了証”を発行していました。

有資格者に業務を任せていたつもりが無資格運転に――と
いった事態を防ぐためにも、フォークリフト運転など対象業
務を行わせている事業者の方は、労働者が所持している修了
証に記載されている発行機関名と、各都道府県労働局のホー
ムページに掲載されている登録教習機関の一覧を確認してみ
ることをお勧めします。

～教育訓練休暇給付金の利用は進むか～
2025年1月30日刊行「労働新聞」メールマガジン　No.615　より

今年10月の改正雇用保険法施行により、働く人のリスキリ
ングやスキルアップを後押しする仕組みとして、教育訓練休
暇給付金制度が創設されます。労働者が自発的に比較的長期
間の教育訓練を受ける際に、生活費の不安なく教育訓練に専
念できるようにするのが目的です。無給の教育訓練休暇を取
得した場合に支給されます。

先日開かれた労働政策審議会の部会で、関連省令に盛り込
む事項の案が示されました。

同給付金は、教育訓練休暇を取得している日について支給
され、その支給額は失業等給付の基本手当と同額です。

給付を受けると、休暇開始前の被保険者期間は原則として、
基本手当の受給資格決定に用いる期間から除かれることにな
っています。

厚労省が部会で示した案によると、同給付金の対象となる
休暇は、就業規則などで定められた休暇であって、被保険者が
自発的に取得を申し出て、事業主が承認したものに限定され
ます。そのため、労働者が給付を受けたいと思っても、企業側
が無給の教育訓練休暇を制度として備えていなければ、受給

できません。
厚労省の令和5年度能力開発基本調査によると、9割以上の

企業は無給・有給を問わず教育訓練休暇制度を導入しておら
ず、導入済みは8％に過ぎません。

こうした状況が変わらなければ、同給付金が創設されても、
利用はかなり限定的なものになる可能性が高いでしょう。

また、労働者が転職によるキャリアアップをめざし、現在の
業務や自社の事業展開とは全く関係のないスキルを身に着け
るために長期休暇の取得を申請したとしても、事業主の立場
からすれば、承認することは難しいでしょう。他方、事業主が、
労働者のキャリア形成と、今後の事業展開に必要なスキルの
双方を考慮したうえで、労働者に対して教育訓練休暇の取得
を提案するケースは考えられます。

同給付金を受給すると、一時的とはいえ、雇用のセーフティ
ーネットである基本手当の受給資格を失うことになります。

そのため、労働者側にとっても、スキルアップへの強い“覚
悟”が必要になるといえそうですが、果たして、給付金の利用
件数はどのくらいになるのでしょうか。

労働新聞は、創刊70年の実績を誇る人事・賃金・労務の総合情報紙です。本稿では、労働新聞購読者が購読できるメールマガジンに掲載されて
いる労働新聞編集長のコラムから、毎回厳選した記事をご紹介いたします。

～労働新聞編集長の労働関連コラム～

編集長 の

気ままに労働雑感

労働新聞社　労働新聞編集長　金井　朗仁 氏

日本大学法学部卒、SP（セールスプロモーション）企業勤務を経て、平成15年に労働新聞社編集局入社。労働新聞のニュース記事、論説記事「今週の視点」
などを執筆。労働基準監督署、都道府県労働局、都道府県労働委員会、地方自治体などの地方ニュース担当の後、経済団体および中央省庁担当記者に。

第21回第21回
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～AI活用で効果的な監督指導実現？～
2025年1月23日刊行「労働新聞」メールマガジン　No.614　より

厚生労働省は来年度、労働基準行政サービスの質の向上や、
効果的・効率的な監督指導の実施に向けて、「労働基準DX化」
の推進体制を整備する方針です。AIを活用した監督指導先の
選定など、労働基準DXの戦略を立案し、実行していくための
体制整備として職員を9人増員します。

事業場への監督指導体制については現在、労働基準関係法
令に基づいて事業場に立ち入り、法定労働条件の遵守に向け
た確認・指導を行う労働基準監督官が全国321の労働基準監
督署で約3000人配置されています。

監督官が実施する定期監督等の件数は平成27年以降、コロ
ナ禍だった令和2～3年を除いて毎年13万件超で推移してお
り、とくに令和4～5年は、それぞれ約14万件に上っていま
す。定期監督は年間計画などに基づいて実施されており、たと

えば5年（速報値）では、13万9215事業場を対象に行い、その
69.7％で、労働基準法や労働安全衛生法などの違反がみつか
っています。

定期監督のほか、労働者からの申告に基づき実施する申告
監督も年間1万9000件程度行っています。

厚労省では、経験則に基づいて行っていた監督指導先の選
定にAIを活用することで、法違反の可能性が高い事業場を抽
出し、監督指導の効果をさらに高めたい考えです。1人の監督
官が行える監督指導件数に限りがある以上、指導先選定の精
度を高める工夫は欠かせないでしょう。指導先の選定にAIを
活用した場合は、厚労省において定期監督での違反率の推移
を精査するなどして、AIの活用が法違反の発見・是正につな
がっているかどうかを分析してほしいと思います。

※本稿はメルマガ発刊時点での情報で作成されております。会報誌発刊時点での状況とは異なる可能性もございますので、予めご了承ください
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マイナンバー対策 公文書 労災通知書離職票 人事評価 配置・異動人材教育

※社労夢連携版

年末調整

ファイル共有 動画配布

公文書 入社関連資料

あなたのオフィスへ、革新的な効率をご提供

社労士業務支援システムのスタンダード

社会保険・労働保険の煩雑な申請手続きを大幅に
効率化します。高セキュリティーのクラウドサー
バーを採用したクラウドサービスです。

製品サイトはこちら

氏名変更 高齢・育休・介護

退職従業員による入社手続き

※当社のグループ会社、株式会社ビジネスネットコーポレーションが製造元になります。

社員が会社に
スマホでらくらく申請

入力をしない・させない
だから迷わない

年末調整データ収集を実現！

『マイナンバー対策』は
お済みですか？

社員への重要な文書は
クラウドポケットで渡す！

社労夢との連携で
本人、組織、会社がグッと成長する

人材育成システム

社労士事務所と顧問先担当者をつなぐ
クラウドストレージサービス

スケジュール管理

従業員台帳就業規則

給与明細配信

業務受付

給与計算勤怠管理
業務効率を格段に上げて顧問先DXを支援
社労士事務所が企業へ提供するクラウドサービス
労務管理の業務効率アップをお手伝い

広告
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大阪オフィス
06-7222-3389

東京オフィス
03-6691-4000

福岡オフィス
092-716-9062

お問い合わせは下記の電話番号または、 WEBからお願いいたします！

IT導入補助金2025
　　1次公募絶賛受付中！

弊社営業担当 中小企業診断士 社労士様

WEBから
お申し込み

かんたん

IT 導入補助金お申し込みの流れ

お問い合わせフォームへ
お申し込み

社労夢のご説明
＆

中小企業診断士のご紹介

中小企業診断士による
採択決済に向けての

アドバイス
IT補助金申請

※お申し込み者の情報を、提携する中小企業診断士に連携します。ご承知の上お申し込みください

POINT

エムケイシステム製品でIT導入補助金を申請していただくと、
エムケイシステムが提携する中小企業診断士による申請手続きの
コンサルティングを無 料で受けることができます。
中小企業診断士からのコンサルティングを受けることでIT導入補助金の趣旨に沿った申請内容の作成ができます。

■お申し込みはこちら ： https://www.mks.jp/lp/subsidy2025/

※交付決定の「補助金の交付決定」前に契約・導入され発生した経費は、補助対象となりません。
※当社は申請手数料をいただきません。 「補助金の交付申請」の交付決定後に辞退された場合、申請に係る
　手数料を別途いただきます。

IT導入補助金を使用してお得に導入するチャンスです！この機会にぜひ、IT導入補助金を
活用してください！

※IT導入補助金の申請には「gBizIDプライム」の取得が必要です。（gBizID ： https://gbiz-id.go.jp/top/）

社労士様

社労士業務支援システム

マイナンバー保管管理

操作指導（5時間）操作指導（2.5時間）社労夢ハウスプラン

MYNABOX

年末調整データ収集

eNEN

人事管理

社労夢ベーシックプランIT 導入
補助金の
対象商品

GooooN（社労夢連携版）

最大2年間の
ランニングコスト

が対象！

詳しくはこちら

広告
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はじめに－奨学金返還が若者に与える課題と日本社会への影響
現在、日本の大学生のおよそ2人に1人が利用している奨

学金制度。平均的な借入額は310万円、返還期間は約15年
にもわたります。大学を卒業した若者は、その借金をゼロに
することに精一杯で、自由なキャリアの選択やそれに向け
た自己投資、結婚・出産といったライフステージの変化に
も積極的になれないのが実態です。奨学金制度は、進学の夢
を支える一方で、卒業後の返還負担が社会問題の一因とな
っている現状があります。

こうした問題に対処するために設立されたのが「奨学金バ
ンク」です。このプラットフォームは、企業が奨学金返還を支
援することで、若者が経済的負担から解放され、より自由な
キャリア選択や生活設計を行えるよう支援しています。

後編では、「奨学金バンク」が、若者、そして企業に与える
価値について詳しくご紹介し、この奨学金問題の持続可能
な解決方法について、皆様と考えていきたいと思います。

1．奨学金バンクが提供する3つのサービス
奨学金バンクは奨学金返還を前提にして3つのサービス

を展開しています。

①　奨学金返還型人材紹介サービス
②　奨学金返還支援サービス
③　サステナ支援サービス

「奨学金返還型人材紹介サービス」とは、奨学金の返還を
している人材に特化した人材紹介事業です。弊社は企業に
人材を紹介して紹介手数料を受領します。その受領した紹
介手数料の中から、弊社が紹介した人材が勤務を継続して
いる間の奨学金の代理返還をします（最低3年間、延長の可
能性もあり）。そうすることで奨学金返還が軽減されます。

①奨学金返還型人材紹介サービス

❶
登録

❷
人材
紹介

❸
人材
採用

「奨学金返還支援サービス」とは、各企業に従事している既
存社員の奨学金返還を代行するサービスです。昨今の奨学金
の利用実績から考えると、各企業の従業員数の内10～20％
程度の方が奨学金を返還しています。これらの方の奨学金返
還を各企業とともに行います。奨学金返還支援サービスを導
入することで、既存社員の生活不安を減らし、会社に対する
エンゲージメントを高め、定着率の向上に寄与します。

②奨学金返還支援サービス

「サステナ支援サービス」とは、各企業のSDGs／ESGブ
ランディングを支援する事業です。昨今SDGs／ESGの取
り組みを推進する風潮はあるものの、各企業が具体的に実
業と紐づけて行うのが難しい現状もあります。そこで、奨学

奨学金返還支援がもたらす社会変革
－奨学金バンク導入による若者のキャリア選択と生活スタイルへの影響

特別記事 【後編】

大野 順也 氏
株式会社アクティブ アンド カンパニー

代表取締役社長 兼 CEO
組織活性化に特化した人事コンサルティングサービスを提供
する株式会社アクティブアンド カンパニー代表。
1974 年、兵庫県出身。大学卒業後、株式会社パソナ（現パ
ソナグループ）で営業を経験後、営業推進、営業企画部門を
歴任し、同社関連会社の立ち上げなども手がける。後に、トー
マツコンサルティング株式会社（現デロイト・トーマツコン
サルティング株式会社）にて、組織・人事戦略コンサルティ
ングに従事。2006 年、株式会社アクティブアンド カンパニー
創立・設立。2024 年 3 月、日本初の奨学金返還支援プラッ
トフォーム「奨学金バンク」をローンチし、奨学金の代理返
還支援を通した持続可能な就学・就業サイクルの実現に取り
組んでいる。
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金バンク：サステナ支援サービスを導入することで、奨学
金返還の支援を通して就学就業サイクルの円滑化に寄与
し、名実共にSDGs／ESGの取り組みを推進することに繋
がります。

③サステナ支援サービス

現在はこの3つのサービスで展開していますが、奨学金
返還を目的に今後は新しいサービスの開発も検討していき
ます。

2．奨学金バンクが若者のキャリア選択とライフスタイル
に与える変化
奨学金バンクは、若者のキャリア選択において大きな変

化をもたらします。これまで奨学金返還が若者の進路選択
を制約していました。しかし、奨学金バンクによって経済的
な負担が軽減されることで、若者はより自由に自己成長を
重視したキャリア選択ができるようになります。

まず、経済的な余裕が生まれることで、若者は短期的な経
済的安定を重視する必要がなくなり、本人の興味や将来の
夢、また才能を活かしたキャリアに挑戦しやすくなります。
奨学金バンクは中長期的な奨学金返還を支援する仕組みに
なっているため、中長期的に社会全体に対しても創造性や
成長志向を持つ人材を育みやすくなるでしょう。

さらに、奨学金バンクは、若者がライフイベントに積極的
に取り組むための後押しをします。出産・育児・介護など
における休業時にも継続的に奨学金返還を支援し、結婚や
子育てへの意欲が増し、人生の大きな選択にも柔軟に対応
できるようになります。奨学金バンクが若者に与える心理
的な安心感は、結果として生活の質を向上させ、社会全体の
安定にもつながると考えています。

3．企業にとっての奨学金バンクの価値－人材確保と企業
ブランディング
奨学金バンクは、若者のキャリア形成にとって大きな助

けとなるだけでなく、企業にとっても貴重な価値を提供し
ます。企業が奨学金バンクを利用することで、優秀な人材の
確保や定着、また企業ブランディングの強化につながりま
す。大学生のうち約半数が奨学金の恩恵を受けている現代
の若者にとって、奨学金返還支援を行っている企業は、単な
る雇用先以上の魅力を持ち、非常に競争力のある選択肢と
なるわけです。

これは単なる金銭的支援ではなく、社会貢献に対しても
深く関わりを持つことから、若者の企業に対する信用や信
頼感を深め、人材の定着率を向上させることができます。

更に、奨学金返還支援は、企業ブランディングの強化にも
寄与します。企業が奨学金返還支援を通じて、若者支援や社
会的責任を果たす姿勢を示すことで、求職者はもとより広
く社会からの信頼を得ることに繋がり、企業のブランド価
値を高めます。奨学金バンクは、SDGs／ESGの達成に向け

た取り組みとも深く関連しています。SDGs17の目標のう
ち、「1：貧困をなくそう」、「4：質の高い教育をみんなに」、

「8：働きがいも経済成長も」、「10：人や国の不平等をなく
そう」に直結しており、若者の成長と社会全体の持続可能な
発展を促進します。

このように奨学金バンクの取り組みに賛同頂き、また参
画してくださることで、SDGsに積極的に関与している企
業としてのブランド価値を高めることができます。企業ブ
ランディングを強化することで、社会的な評価を得ること
ができ、結果として人材の確保や消費者からの支持を集め
る要因にもなります。

4．奨学金バンクの未来 － 今後の発展と社会的インパクト
奨学金返還支援は多くの若者に大きな影響を与え、その

未来はさらに広がりを見せていくことでしょう。今後、より
多くの企業や団体が奨学金バンクに参加し、サービスの拡
大が進むことを期待しています。企業の参加が増えること
で、支援を受ける若者が増加し、社会全体にポジティブなイ
ンパクトを与えることができます。

特に、企業にとっては、奨学金返還支援が単なる福利厚生
の一環を超えて、長期的な人材確保や企業戦略の一部とし
て認識されつつあります。奨学金返還が軽減されることで、
若者は経済的な不安を感じることなく、自己成長に集中で
きる環境が整います。これにより、企業は生産性の向上や従
業員の成長を促進し、社会全体の経済成長にも貢献できる
のです。

また、奨学金バンクは単に若者の奨学金返還を支援する
だけでなく、社会全体を変革する力を持っています。若者が
奨学金返還に苦しむことなく、自由なキャリア選択ができ
る社会が実現すれば、より多くの人材が自己実現に向けて
活躍できる環境が整い、社会全体のイノベーションが促進
されるでしょう。

さらに、奨学金バンクは持続可能な社会インフラとして
もその役割を強化することが求められています。若者が経
済的に安定し、自己成長に集中できる環境を整えることは、
社会全体の安定と成長に直結します。企業が奨学金返還支
援に参加することで、若者が経済的不安から解放され、未来
に向けて積極的に挑戦できる社会が実現します。

5．まとめ－奨学金返還支援の社会的価値と展望
奨学金制度は昭和18年に閣議決定された日本の国策で

す。昭和18年というと第二次世界大戦中です。奨学金の仕
組みはそれだけ日本の成長において重要かつ重要視されて
きたものの、現在においては若者のただの借金になってい
る側面が否めません。

奨学金返還支援は、若者が直面する経済的負担を軽減し、
キャリアや生活の選択肢を広げるための重要な手段です。
奨学金バンクを通じて提供される支援は、若者が前向きに
自己成長に取り組める環境を整え、企業と社会に対する長
期的な利益をもたらします。

企業が奨学金返還支援を行うことで、若者は経済的な不
安を抱えることなく、キャリアやライフプランを柔軟に設
計できるようになります。これにより、企業は優秀な人材を
引きつけ、社会に対しても持続可能な発展を促す役割を果
たすことができるのです。奨学金バンクは、今後も社会全体
にポジティブな影響を与え続ける存在になることを目指し
ています。

 （おわり）
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最近、顧問先の経営者からこんな相談を受けることはあり
ませんか？

「知り合いの社長から確定拠出年金の話を聞いたので、詳し
く教えてほしい」

「採用面接のときに、応募者から“確定拠出年金の制度はあ
りますか？”と質問された」

さて、先生方はこのような問い合わせがあった際、どのよう
に回答されているでしょうか。

「ちょっとわかりませんので、顧問税理士さんに聞いてくだ
さい」

「すみません、当事務所では扱っていないもので……」

もしそう答えてしまっているとしたら、とてももったいな
い状況かもしれません。

企業型確定拠出年金（以下、企業型DC）は、企業が拠出した
掛金を従業員個々の専用口座に振り込み、従業員が用意され
た運用商品（投資信託や保険商品など）を選びながら積み立て
を行う仕組みです。運用成果に応じて将来受け取る年金給付
額が変動する、いわゆる「確定拠出型」スタイルが最大の特徴
といえます。拠出額を企業側で固定できるため、退職給付に関
わるリスクをコントロールしやすく、財務負担が重くないこ
ともメリットの一つです。さらに確定拠出年金に関連する法
改正がここ数年で加速したことも後押しとなり、中小企業で
も導入を検討するケースが増えてきました。

では、なぜ今、企業型DCが注目されているのでしょうか。背
景には、公的年金だけで老後資金が十分にまかなえないのでは
ないかという不安感、いわゆる「2,000万円問題」のインパクト
が大きいと言えます。少子高齢化の進行により、公的年金の先
行きに漠然とした危機感を抱く方は少なくありません。

また、コロナ禍以降はYouTubeなどのオンラインメディア
を中心に、投資や節税に関する情報が分かりやすく発信され
るようになり、それをきっかけに企業型DCのメリットを知
る経営者も増えています。さらに近年の物価高騰も重なり、従
業員の側からも「自助努力で資産形成したい」「福利厚生とし
て投資サポートを受けられる環境が欲しい」というニーズが
高まってきました。

中小企業の退職金制度は、大企業ほど手厚く整備されてい
ない場合が多く、「退職金はある程度出したいが、経営の先行
きが不透明で大きな額は用意できない」といったジレンマを
抱える経営者も少なくありません。しかし、企業型DCを活用
すれば拠出額を前もって決められるため、企業負担を過度に
増やさずに制度をスタートすることができます。採用や定着
率に悩む中小企業ほど、「手頃なコストで福利厚生を充実させ
たい」という課題を抱えており、企業型DCはその解決策の一
つとして期待されているのです。

とはいえ、企業型DCの導入・運用には注意すべき点も数多
くあります。代表的なものとして、次の点などが挙げられます。

◦拠出金の設定方法
◦運用商品を扱う金融機関の選定
◦導入の手間やコスト、投資教育の実施責任
◦従業員への周知や意識醸成
◦就業規則をはじめとする社内規程の見直し

従業員の資産形成に関わるデリケートな領域だからこそ、
企業としては「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む
ことも多いようです。

ここに、社会保険労務士が活躍できる余地があります。就業
規則や労働条件の整備、年金の知識を活かして、企業型DCを
導入する際の制度設計をサポートできるのは社労士の大きな
強みです。実際、確定拠出年金法は社労士試験の受験科目にも
含まれていますが、実務で携わる機会がなく「詳しいことは他
の専門家に任せている」という先生方も多いのではないでし
ょうか。

だからこそ“今”が参入のチャンスと言えるでしょう。顧問
先から「確定拠出年金を導入してみたい」と相談されたとき
に、的確なアドバイスができれば、企業からの信頼度は一気に
高まります。

本稿では全4回にわたり、企業型DCの仕組みや導入メリッ
ト、他の制度との比較、そして社労士がこの分野に取り組む際
のポイントや実務上の注意点を順次取り上げていきます。第
1回となる今回は、企業型DCの概要と注目される社会的背景
を中心にご紹介しました。次回以降でさらに詳細を掘り下げ
ていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。

 （つづく）

社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所　代表　白井　章稔（しらい　あきとし）氏
社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所 代表社員。現在、3拠点で事業を展開し、スタッフ数は約90
名。働く人と企業がともに成長できるように総合的なサービスを提供している。
企業型確定拠出年金（DC）の導入支援は累計800社を超え、昨年だけで250社をサポート。退職金制度の見直しや社員説
明会、CFP資格を活かした投資教育にも力を注ぎ、企業と従業員の将来を見据えた制度づくりに取り組む。最適な退職
金・福利厚生プランを提案することで、経営者と従業員がより豊かな働き方を実現できるよう尽力している。

最近、顧問先から聞かれる“確定拠出年金”最近、顧問先から聞かれる“確定拠出年金”
──基本を押さえて提案力アップを基本を押さえて提案力アップを

新 連 載 　第１回　第１回
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■イノベーション不在の日本企業
企業の中期経営計画を眺めていると、かなりの割合で「イ

ノベーション」というキーワードが登場する。オープンイノ
ベーションの推進やスタートアップ企業との協働・連携な
ど、どの企業もあの手この手でイノベーション創造に躍起
になっているが、残念なことに事態はあまり好転していな
い様子だ。なぜ日本企業からイノベーションが生まれない
のだろうか。

■日本企業は「両利きの経営」ができていない
この問いに対して、経営学者の入山章栄氏は、日本企業が

「両利きの経営」でいうところの「深化」に偏りすぎているか
らだと指摘している。「両利きの経営」とは経営学者のチャ
ールズ・オライリー氏らによって提唱され、入山章栄氏に
よって日本にも広く普及した概念であるが、イノベーショ
ン創造のためには次の2つのバランスをとることが必要で
あるという考え方である。

①既存の資産と組織能力を「深化」すること
②新規事業のための「探索」をすること

図表1：両利きの経営とは？

しかしながら、後者の「探索」は非効率的であり、成果が出
ないリスクも高い。そのため、短期的な成功が確実である

「深化」に傾倒してしまう力学が働く。これを「コンピテンシ
ートラップ」と呼んでいる。日本企業には「コンピテンシー
トラップ」が生じやすい性質がある。日本企業では製造業を
中心に、ムリ・ムラ・ムダの3Mを徹底的に排除し、生産現
場の効率化を着実に実行していく、まさに「深化」寄りの発
想である。このように日本企業は無駄や不確実性に対する
忌避傾向が強い。日本企業が「両利きの経営」を実現するた

めには、もう1つの利き手となる「探索」に力点を置かなけ
ればならない。そもそも、イノベーションとは「新結合」のこ
とである。新結合とは、新しいものの考えや、今まで試した
ことのない組み合わせによって新たな価値を生み出すこと
である。自社の既存事業から離れた領域に勇気をもって飛
び出し、「探索」を続けていなければ、組み合わせるべきピー
スは見つからないのである。

■ワーケーションは「両利きの経営」と相性が良い
結局のところ、企業とは個人の集合体である。すなわち個

人一人ひとりが、「探索」マインドを持たなければ、「両利き
の経営」など到底実現できない。既存事業や成熟事業を「深
化」させるべく、短期目線で目の前の既存事業の効率化と業
務改善に全集中した結果、「探索」に割くべきリソースが切
り捨てられ、イノベーションの種となる新たな経験・機会
を喪失してしまっている。こうした状況を打破するために
は、一見無駄にみえるけれども新たな気づきや学びを得る
機会に対して、組織としても個人としても一定の時間・コ
ストを投資する必要がある。この投資先として有効なのが、
いわずもがな「ワーケーション」なのである。

図表2：ワーケーションによって得られる新たな価値

完全に日常業務から離れてしまえば、人は「深化」を止め
ることへの不安に駆られてしまうだろう。しかし、ワーケー
ションは完全に自身のもっている仕事やミッションを止め
るわけではなく、それらを全うしながらも、旅先で新たな気
づきや経験を得ようという活動である。まさに「深化」と「探
索」をバランスさせようとする「両利きの経営」とは極めて
相性がよい。イノベーション不在に悩む企業には、ぜひ経営
陣から率先して「ワーケーション」を実践してもらいたい。

「ワーケーション」が当たり前の組織文化として根づくこと
は、「両利きの経営」を実現するための近道である。

 （つづく）

第3回　「両利きの経営」とワーケーション

経営戦略としての経営戦略としてのワーケーション入門ワーケーション入門
岩田社会保険労務士事務所　日本ワーケーション協会公認ワーケーションコンシェルジュ
岩田　佑介（いわた　ゆうすけ） 氏

パソナにて官公庁の地方創生プロジェクトの立ちあげに従事した後、ライフネット生命保険の人事部長としてテ
レワーク、働き方改革やダイバーシティ戦略を統括。その後、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングで組織人事
コンサルタントを務める。2021年より社会保険労務士事務所を開業し、観光庁「新たな旅のスタイル促進事業」

「ワーケーション推進事業」アドバイザーに就任。
著書： 『図解 労務入門』（共著、ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『経営戦略としてのワーケーション入門』（金

融財政事情研究会）、『ベンチャー・スタートアップ企業の労務50のポイント』（セルバ出版）
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月額　11,000円( 税込 )

お問い合わせ
Tel : 03-4405-1333　　　　　ホームページはこちらを読み込んでください→

今だけのお得なキャンペーン

代理店募集中！

簡単に・安全にクラウド上で一括管理
Great sign は関連法案※に準拠した電子契約サービスです
※関連法案→電子署名法 (2001 年 )、電子帳簿保存法 (1998 年 )、e 文書法 (2005 年 )

その他各種認証取得しております→

こちらからお申込みいただくと、初月ご利用料金が無料になります
※キャンペーン適用される方は、大変お手数ではございますが、
お申込前にこちらの電話番号☎03-4405-1333 へご連絡ください

現在 Great sign は代理店を随時募集しております。
さらに詳しく知りたい、代理店になりたい方はこちらを参照ください→

認定タイムスタンプISO/IEC27001取得
（登録番号 IM1715）

JIIMA 認証

オンライン電子契約サービス

専用お申し込みフォーム
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1．費目別計算：労務費計算
●給与計算期間と原価計算期間にズレがある場合のポイント

原価計算期間は毎月1日から月末までの1ヶ月ですが、給与
対象期間は「毎月20日締めの25日払い」や「毎月15日締めの
20日払い」というように、必ずしも毎月1日から月末までの1
ヶ月ではありません。

例えば、「毎月20日締めの25日払い」を採用している企業
において、5月20日締めの5月25日払いで1,000円の支払い
があった場合、給与対象期間では1,000円の支払いです。そこ
で原価計算期間である5月1日～5月31日に調整します。

1000円（5月度給与対象期間）
＋200円（5月未払）－100円（4月未払）
＝1.100円（5月度原価計算期間）

【図表1】原価計算期間と給与計算期間

2．費目別計算：経費計算
●経費とは材料費と労務費以外の原価のこと

経費とは、製造原価のうち、材料費と労務費以外の原価をい
います。その内訳を見ていきましょう。

①支払経費
支払経費とは、1ヶ月間における支払額を消費額とする経

費をいいます。支払経費には、外注加工費、特許権使用料、旅費
交通費などがあります。

②月割経費
月割経費とは、一定期間（1年分または数か月分）の発生額を

月割して計算した金額をその月の消費額とする経費をいいま
す。月割経費には、減価償却費、賃借料、保険料などがあります。

③測定経費
測定経費とは、メーターで測定した消費量をもとに計算し

た金額をその月の消費額とする経費をいいます。測定経費に
は、電気代や水道代などがあります。

④発生経費
発生経費とは、その月の発生額を消費額とする経費をいい

ます。発生経費には、材料棚卸減耗費などがあります。

【図表2】経費の分類と消費額の計算

3．部門別計算：原価部門
●原価要素を分類集計する計算組織上の区分

会社組織は複数の部門からなり、各部門には機能（役割）が
割り当てられています。この部門に原価が集計されることか
ら「原価部門」と呼ばれます。

原価部門は価値が消費されるとともに、価値を生成してい
ます。部門別計算は、この価値の消費と価値の生成の両価値を
考えながら学ぶことが大切です。　

原価部門では専門的な活動が行われていますが、その活動
を支えるために消費した原価が製造間接費です。同時に原価
部門における活動は何らかの価値を生み出しています。

税理士・中小企業診断士　稲垣　啓（いながき ひらく） 氏
上場企業のメーカー経理部門に勤務しながら税理士・中小企業診断士としても活動。
1977年富山県生まれ。立命館大学経営学部を中退（飛び級）し、同大学院法学研究科修了（民事法）。
2011年9月に中小企業診断士、2020年3月に税理士登録。

「稲垣経営研究所」の名で更新しているnoteが難解な税金・経営分野を下手かわいいイラストで分かりや
すく伝え、人気を集める。
著書に『イラストでサクッとわかる 日本一たのしい税金の授業』（日本実業出版社）、『原価計算なるほど
用語図鑑』（中央経済社）、『行政書士・社労士・中小企業診断士 副業開業カタログ』（共著、中央経済社）
などがある。

イラストイラストででサクッサクッとわかるとわかる　　社労士のための原価計算入門社労士のための原価計算入門
【第4回】製造業支援の必須知識！キホン用語から見る原価計算基準の基礎（後編）
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【図表3】原価部門の設定～製造部門と補助部門

4．部門別計算：部門費（製造間接費）　　　　　
●部門において発生したことが、直接的に認識されるかどう

かで、部門個別費と部門共通費に分類
原価要素を原価部門に分類集計するにあたり、特定の部門に

おいて発生したことが直接的に認識されるかどうかによって、
部門個別費と部門共通費に分類します。この際、部門個別費は、
原価部門における発生額を当該部門に直課し、部門共通費は、
原価要素別に適当な配賦基準によって各部門に配賦します。

【図表4】製造間接費の分類

●部門個別費
部門個別費とは、どの部門で発生したものかが明らかな製

造間接費をいいます。部門個別費はどの部門で発生したもの
かが明らかなので、各部門に賦課（直課）します。

●部門共通費
部門共通費とは、その部門で発生したものかが明らかでは

ない製造間接費をいいます。部門共通費はどの部門で発生し
たかが明らかではないため、適切な配賦基準を用いて各部門
に配賦します。

5．製品別計算：個別原価計算と総合原価計算
●個別原価計算は受注生産形態に適用

個別原価計算は、顧客の注文に応じて製品を製造する受注

生産形態に適用されます。個別原価計算は、仕事（オーダー）ご
とに発行された製造オーダーに原価を集計します。特定の製
品を作るために用意したトロッコ（製品オーダー）に原価を積
み重ねるイメージです。

顧客から注文を受けると、注文内容を記載した製造指図書
が発行されます。工場ではこの製造指図書に基づいて、製品の
製造を開始します。製造指図書が発行されると、原価計算表も
作成されます。この表は、製造指図書ごとに原価を集計するも
ので、集計結果が各製品の原価となります。

【図表5】個別原価計算と原価計算表

●総合原価計算は大量生産形態に適用される会計的な計算方法
総合原価計算は、同じ規格の製品を毎月大量に生産する生

産形態に適用されます。「総合原価計算は会計的だ」と言われ
ることがありますが、その理由は、生産が一定期間継続して行
われ、全ての生産が完了するまで生産数量は確定せず、一定期
間（1ヶ月や1年間）で区切って、この期間を原価集計単位とし
て、人為的に製品原価を計算するからです。計算された製品原
価と生産物がイコールでないのも特徴的です。

【図表6】個別原価計算と総合原価計算

※本稿は、稲垣啓著『原価計算なるほど用語図鑑』（中央経済社）より一部
抜粋、編集しています。

 （つづく）
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1．障害者雇用の現状
障害者雇用促進法では障害者の雇用率制度を設けており、現

在の法定雇用率は2.5%で、従業員40人につき1人の障害者を雇
用することが義務付けられています。さらに、2026年7月から
は法定雇用率は2.7%に引き上げられることが決定しています。

2024年6月1日時点の実雇用率は2.41％となっており、企業
規模別では、従業員1,000人以上の企業区分は2.64%、500人以
上1,000未満2.48%、300人以上500人未満2.29%、100人以上
300人未満2.19、40人以上100人未満の企業の実雇用率は
1.96％と企業規模が小さくなるに従って実雇用率は低くなり
ます。特に40人以上100人未満の企業の実雇用率は、2005年以
降は全国平均を下回る状況が続いています。
■図表1　企業規模別実雇用率

令和6年障害者雇用状況の集計結果（2024年12月、厚生労働省）より筆者作成

障害者雇用は事業規模が小さく人的資源に制限のある中小企
業では一定のハードルはありますが、障害者を雇用することは
職場の人間関係の改善や役割分担の明確化による生産性向上な
どのメリットをもたらします。

株式会社リクルートマネジメントソリューションズは、障害
のある人と一緒に働いて3ヶ月以上を経過した380名に対して、

「障害のある人といっしょに働く事に関する実態調査」（2023年
8月）を実施しました。

一緒に働くことで学んだことや気付いたこととして、「仕事や
環境を整えれば、障害がある人も十分に職場の戦力になると感
じた」と回答した人が78.5%に上り、「うまく出来ないことがあ
るのは特別なことではないと感じた」との意識面での変化があ
ったとする回答も65.6%となっています。

■図表2　一緒に働くことで学んだこと・気付いたこと

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

その働きぶりから影響を受けた

自分の中にあった偏見や思い込みに気づいた

自分にはないものの見方がある事に気づいた

出来ないことではなくできることに目を向けるようになった

うまく出来ないことがあるのは特別なことではないと感じた

障害のある人の就労に対する理解が深まった

仕事や環境が整えば、障害のある人も十分に戦力になると感じた

「障害のある人といっしょに働く事に関する実態調査」（リクルートマネジ
メントソリューションズ、2023年8月）より筆者作成

人口減少が続き労働人口も減少するなかで、障害者雇用は企
業にとって単なる法令順守の義務を果たすために行うものでは
なく、組織の持続可能な成長を促進する施策の一部として実施
されるべきものです。

更に、SDGsやD&Iの浸透、サプライチェーンにおける人権デ
ューデリジェンス強化の流れなど、社会状況の変化は中小企業
だからという理由で障害者雇用を回避する理由とはならなくな
っています。

2．障害者雇用推進のステップと診断士との協業の可能性
安定的な障害者雇用を行っている企業では、組織全体が障害

者とともに働くことを前提とした意識改革を行い、業務の再設
計や適切なマネジメントを実施することで、組織の柔軟性を高
め生産性の向上につなげています。

これらの取り組みは、「組織開発」と読み替えてもいいでしょう。
立教大学の中原淳は組織開発を、「組織の目標達成のために組

織のメンバーの関係性・役割・コミュニケーションなどのあり
方を変化させる意図的な働きかけ」（立教大学研究者情報より）
と定義しています。

障害者雇用を行いつつ、事業を成長させている企業として、産
業用ヒーターを製造・販売する株式会社スリーハイ（神奈川県
横浜市）の例があります。

当該企業は2代目社長の男澤誠氏のもと、「一人ひとりが自分
の役割や価値を自覚し、自身の居場所を感じながら仕事に誇り
を持つことができる組織づくり」に取り組んでいます。

2009年の社長就任時は5名の従業員が、2023年現在で42名
（正社員17名、パート・アルバイト・嘱託社員25名）、売上高は
2009年の約150百万円から2023年には約450百万円に伸長
しています。

2017年から障害者社員を雇用し、2023年末現在3名が活躍
しています。補助的な業務ではなく、「ミシンが得意」「細かな作
業が得意」などの個々人の特性を活かして同社の主力業務とな
るものづくりの一翼を担っています。2024年3月には第14回

「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の審査委員会特別賞も受
賞しています。（出典：株式会社スリーハイ　ホームページより）

スリーハイの「一人ひとりが自分の役割や価値を自覚し、自身

近年、障害者雇用の重要性が増す中で、社労士の専門知識だけでは解決が難しい課題に直面している企業も少なくありません。ここ
で有効なのが、中小企業診断士との協業です。診断士は経営全般を俯瞰し、障害者雇用を戦略的に組み込む視点を提供できます。
本稿では、社労士と診断士がどのように連携し、障害者雇用の促進や定着支援を進めるべきかについて分かりやすく解説します。協
業の可能性を探る一助となれば幸いです。

　第52回第52回　　 組織開発としての障害者雇用① 
～社労士と診断士の協業の観点から～

中小企業診断士

木下　文彦 氏
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の居場所を感じながら仕事に誇りを持つことができる組織づく
り」の取り組みは組織開発そのものと言えます。

このように、障害者を雇用して安定的なパフォーマンスを引
き出すためには、以下のステップを踏まえることが大切です。

■図表3　障害者雇用のステップ

⑦ 評価（目標管理）

① 雇用方針の策定（企業理念との整合）

② 社内理解の促進（アンコンシャスバイアス、心理的安全性）

③ 人材要件の検討（担当業務の検討、業務の再構築）

④ 採用（求人票作成、面接）

⑤ 定着（定期面談）

⑥ 教育研修（入社時研修、フォローアップ研修）

図表３ 障害者雇用のステップ

社会保険等に関する手続きや就業規則などの規程類の作成な
どの1号・2号業務をメイン業務として取り扱っている社労士
には、障害者を雇用するプロセスは通常の業務に比べて全く異
なった業務だと受け取る方もいらっしゃると思います。また、労
務トラブルの防止やハラスメント対応などの3号業務を行って
いる社労士でも、障害を持つ社員や障害者手帳は保持していな
いが障害の傾向が強いと思われるいわゆるグレーゾーンの社員
などの労務管理上のトラブルを扱った経験から、障害者雇用の
推進には心理的ハードルを感じるかもしれません。

しかし、1号・2号業務や労務相談をメイン業務としていても、障害
者雇用の重要な部分は既存業務の応用で十分対応できるものです。

顧問先の障害者雇用を推進するにあたっては、社労士も障害と
その障害特性に適した職場での対応方法を一定程度習得する必
要はありますが、隣接士業である診断士やハローワークと連携す
ることで、社労士の得意分野を活かすことが可能となります。

3．士業による障害者雇用の視点の違い
そもそも社労士と診断士では専門性の違いから、企業を見る

視点（企業との接点）が異なります。次の図は、社労士と診断士の
企業を見る代表的な視点を示したものです。

■図表4　士業で異なる企業との視点（企業との接点）
中小企業診断士の視点

経営コンサルタント

経営戦略・財務
・マーケティング

主な役割 労務管理・
社会保険の専門家

注目する
ポイント 

労働環境・人事制度
・法令遵守

企業の目的
に対する視点 

適正な労務管理による
健全な組織運営

利益の最大化と
持続可能な成長

社会保険労務士の視点 

図表４ 士業で異なる企業との視点（企業との接点） 

共同で提供できるサービスとしては次のようなものが考えら
れます。

・働き方改革支援：診断士が業務改善を設計、社労士が法令面をチェック
・人事制度の見直し：診断士が評価制度を設計、社労士が就業規則を策定
・DX（デジタルトランスフォーメーション）推進：

診断士が業務効率化を提案、社労士が労務管理のIT化を支援

障害者雇用に関しても社労士的視点と診断士的視点を活かし
た支援が可能です。

■図表5

⑦ 評価

① 雇用方針の策定

② 社内理解の促進

③ 人材要件の検討

④ 採用

⑤ 定着

⑥ 教育研修

中小企業診断士社会保険労務士

就業規則等の調整
（変更）

労働条件等の検討

社会保険の各種手続き
助成金の申請

評価制度の調整（変更）
・運用

理念・経営戦略
（人事戦略）との整合

研修（アンコンシャス
バイアス・心理的安全性）

全社業務の棚卸し

障害年金の申請

ハローワークとの連携

入社時研修・
フォローアップ研修

評価制度の調整（変更）
・運用

補助金の申請

図表５

①雇用方針と自社の経営理念やビジョンと整合性を高める
経営理念と整合性のある障害者雇用方針を定めることで、社

員の理解や協力を得やすくなり、結果として障害者社員の安定
的な雇用が実現します。

このフェーズでは、診断士が経営理念や経営戦略と障害者雇
用方針の整合性を高め、社労士がハローワークなどの外部機関
との連携役を担うなどが考えられます。

②社内理解の促進
診断士は、障害者雇用に関する社内理解のための研修を従業

員向けの能力開発プログラムの一環として位置づけ、他の研修
メニューと併せてダイバーシティの推進を通じて企業の生産性
向上を図ります。

社労士は、職場の心理的安全性を高める取り組みや、障害や障
害者雇用に対する無意識の偏見（アンコンシャスバイアス）を払
拭する取り組みにより、職場環境改善のメインプレーヤーとし
て企業を支援します。

③担当業務の決定
障害者が担当する業務を検討する一つの方法として業務の棚

卸しがあります。部署毎の重複業務や営業担当者と業務担当者
の役割分担の見直しが必要になります。

収益向上や事業拡大を視野に入れた組織設計や業務設計は一
般的に診断士が得意とする分野です。協業のメリットが最大限
発揮されるフェーズです。

④採用
最近の人手不足に対応して、採用や定着を支援している社労

士も増えてきました。人と労働に関する法律のプロである社労
士の真価を発揮できる場面です。また、採用決定後の社会保険等
に関する各種手続きも社労士の独占業務です。

4．まとめ
社労士が持つ労務管理の専門知識と、診断士の企業戦略に関

する視点を組み合わせることで、企業は障害者雇用を競争力強
化の機会として活用することができます。
「社労士×診断士」の協業は、障害者雇用に新たな可能性をも

たらします。社労士が法的な側面を担いながら、診断士が企業戦
略として障害者雇用を位置付けることで、企業の成長と社会的
責任の両立が実現されるのです。

次回は、障害者雇用のステップに従って、社労士と診断士の協
業がどのように企業の障害者雇用を成功に導くのか、その実践
方法について解説します。

 （つづく）

ラグランジュサポート株式会社
代表／中小企業診断士／特定社会保険労務士

木下　文彦
前職で法人営業および営業企画に従事。支店長となるもリーマン
ショックに対応できず、成績不振により2年で更迭される。鬱屈した気
持ちを抱えながら働いていたところ、人事部の障害者雇用部門に異動
となり、障害を持つ社員の働くことへの真摯な思いに心を打たれる。
独立後は前職での経験を活かし、障害者雇用促進を通じて、障害の有
無にかかわらず、社員がここで働きたいと思える会社づくりを支援し
ている。
著書：「従業員300人以下の会社の障害者雇用」（中央経済社）
Podcast：「中小企業のための障害者雇用推進室」毎週木曜日配信
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「キャリアの8割は偶然の出来事で決まる」とは、スタンフォ
ード大学のクランボルツ教授の言葉。優れたキャリアは、想定
外の出会いや経験がターニングポイントとなって出来上がる
のであり、事前の計画によって築かれるのではないという「計
画的偶発性理論」で知られる。ピーター・ドラッカーも、その著
書『明日を支配するもの』の中で「最高のキャリアは（中略）、計
画して手に入るものではない。」という言葉を残しており、計画
によってキャリアが出来るという考え方を否定している。

考えてみれば、偶然に左右されるのは職業に限った話では
ない。たとえば学生時代を振り返ってみても、専攻やゼミの選
択、部活動やサークル選び、アルバイト先の選択はほぼ全てが
計画的でなく“たまたま”であり、しかもそこで偶然に出会っ
た人が恩師となり生涯の友となり、偶然に手に取った書物が
座右の書となるのだから「人生の8割は、偶然の出来事で決ま
る」と言ってもよい。

●充実した高齢期は、計画より偶然がきっかけ。
高齢期を迎えると仕事や収入、家族や友人関係、周辺環境な

どで大きな変化が訪れる。高齢期は今や20～30年で、成人ま
でに要する年数や職業人生に匹敵するから、これらの変化に
上手に適応できるかどうかは重要課題である。

多くの高齢者を取材してきたが、楽しそうに暮らしている
人たちには、高齢期に入ってから新しい友達、場、活動と“たま
たま”巡り合ったと言う人がかなり多い。趣味やスポーツの会
に参加している人、ボランティアなど地域活動に取り組む人、
そのほか活動的に暮らしている人たちに話を伺うと、きっか
けはだいたい高齢期に入ってから“たまたま”できた仲間によ
るものである。高齢期にもやはり、ターニングポイントとなる
偶然の出来事や出会いは欠かせないということだ。

●偶然をチャンスに変える態度とは
もっとも、貴重な偶然とするためには、自ら動いて出会わね

ばならず、流してしまわずにそうと気づかねばならない。クラ
ンボルツ教授は、偶然の出来事を前向きなターニングポイン
トにするためには、「好奇心」（興味を持つ）、「持続性」（容易に
諦めない）、「楽観性」（先々を明るく考える）、「柔軟性」（こだわ
らない）、「冒険心」（やってみようとする気持ち）が重要である
と述べているが、このような態度を持ってはじめて、偶然の出
来事が貴重な機会となり、それをきっかけに高齢期が豊かに

なっていく。
逆に言えば、このような態度を持つぐらいのことしか私たち

には出来ない。目標や計画を作ったって、結局は大きな流れや
思わぬ事態に翻弄されるに決まっているからだ。楽しそうな高
齢者は、しかしそれこそが人生の妙であると教えてくれる。

●「キャリアデザイン」への疑問
こんな考え方とは対照的なのが、「将来の目標を明確にし、

そこから逆算して学びや経験の計画を立て、着実に実行して
いくことが重要だ」という“キャリアデザイン”の発想である。
大学のキャリアセンターでは職業人生を計画することの重要
性が説かれるようだし、会社でも上司が部下に対して「将来ど
うなりたい？」「今後のキャリアについて計画を立ててみた
ら？」と問いかける。

私は昔から、キャリアデザインには大いに疑問を持ってい
る。偉人の伝記や日経新聞の「私の履歴書」のようなその世界
の一流の人々のストーリーを読めば、その人生は波乱万丈で
あり、思わぬ出来事の連続であり、「目標を立て、計画通りに実
行し、想定通りに花が開いた」ような人はいないからだ。そも
そも「こういう仕事でこうなりたい」などと将来を描いたとし
ても、会社が決めた人事異動を拒めないのなら、自分の思い通
りになるはずはない。基本的に“宮仕え”はキャリアデザイン
とは両立しないのである。

目標を決めて計画を着実に実行すれば、思い描いた結果が
出るのは、せいぜい受験や資格取得などの「勉強」くらいだろ
う。キャリアをデザインすると言えば、確かにもっともらしい
のだが、人生は勉強よりも複雑なことばかりであって、思った
通りにはならないという現実を知るのは極めて大切である。

むろん、私は目標や計画自体を否定しているのではない。目
標も計画も大いに結構なのだが、「その通りにはならない」と
言っているだけのことであり、偶然や想定外をもっと重視し
たほうがよいということである。

このような論理的でない話は、近年、どんどん受け入れられ
なくなっているのを実感するが、ロジカルで分かりやすい話
ほど眉唾であることが多い。人生も世の中も、人知を超えて複
雑なのだから当然である。

 （おわり）

NPO法人「老いの工学研究所」　理事長　川口　雅裕 氏
NPO法人「老いの工学研究所」理事長、一般社団法人「人と組織の活性化研究会」理事、コラムニスト
1964年生。京都大学教育学部卒。株式会社リクルートコスモスで組織人事および広報を担当。退社後、組織人事コ
ンサルタントを経て、2010年より高齢社会に関する研究活動を開始。高齢期の暮らしに関する講演のほか、様々な
メディアで連載・寄稿を行っている。
著書： 「老い上手」（PHP出版）、「なが生きしたけりゃ居場所が9割」（みらいパブリッシング）、
　　　「年寄りは集まって住め」（幻冬舎）、「だから社員が育たない」（労働調査会）など

改 め て 考 え る「高齢化の何が悪いの？」
第6回　「キャリアデザイン」に意味はあるのか？
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仕事に役立つ書籍・気づきを得られる書籍をご紹介

よくわかる
外国人雇用マニュアル
新設の育成就労制度の概要
著者：山田真由子
価格：1,980円（消費税込）
出版：ベストブック

『外国人労働者受け入れの成功ガイド～育成就労制度の最新情報と
実践的ノウハウ～』

少子高齢化による労働力人口の減少が進む日本で、外国人労働者の
受け入れは多くの企業にとって重要
な課題です。
本書では、外国人労働者を受け入れる
際に必要な手続きや体制づくり、成功
事例を具体的に解説。さらに、2024
年に成立した新たな育成就労制度に
ついての最新情報も網羅し、外国人労
働者受け入れのメリットを最大限に
活用する方法を提案します。
採用担当者や経営者に向けた実践的
なガイドとして、外国人労働者との共
生を目指す企業の課題解決を支援し
ます。

もらう×増やす×出費を減らす　
年金最大化生活
著者：社労士みなみ
価格：1,760円（消費税込）
出版：アスコム

『もらう×増やす×出費を減らす 年金最大化生活』は、YouTube登

録者24万人の社労士みなみが、難解な年金制度をやさしい言葉で

わかりやすく解説した一冊です。多くの人が抱える「老後のお金」へ

の漠然とした不安に応え、具体的な対策を提示する内容が反響を呼

び、発売から半年で6刷となりました。一般読者からの高い支持を受

けるだけでなく、「社労士がどう年金

制度をわかりやすく伝えているの

か？」を知るための一冊として、同業

の社労士の先生方からも注目を集め

ています。

総務・人事の安心知識　給与計算
著者：田中実
価格：2,090円（消費税込）
出版：同文館出版株式会社

給与計算歴30年以上になる著者が「正しい給与計算」を普及させる
為に執筆した最新の書籍になります。
本書では、基本的事項から給与計算の途中で悩みを抱えやすいトピ
ック、ミスが起きやすいポイントを中心に解説。
◎最低限必要な法律や制度（労働基準法、36協定、変形労働時間制、
平均賃金など給与計算に係る法律関係）
◎会社別の最適な計算方法（毎日・毎月・毎年発生する業務、就業規
則など会社のルール確認）
◎実務でよくあるQ&A（間違えやす
い項目や、イレギュラーなケースに対
応するヒント）等を網羅。
初心者から3年程度の経験者、さらに
はベテラン社労士まで幅広い層の方
に役立つ1冊になります。顧問先の指
導にも役立ちます。※給与計算を間違
えている会社は非常に多いため本書
を活用して頂き「労務監査など」の新
しい分野での収益ポイントにもつな
がります。

ご紹介する書籍を募集しています
「CHUKIDAN BOOKS INFORMATION」コーナーでは、出版された著書を社会保険労務士の皆さまにご紹介しています。
掲載をご希望の方は当該書籍に200～300文字程度の社労士向け紹介文を添えて、ご連絡ください。順次掲載いたします。
掲載のお問い合わせ先：中小企業福祉事業団 事業部 事業課（MAIL：seisaku@chukidan-jp.com　TEL：03-5806-0298）

図解即戦力　
土木業界のしくみとビジネスがこれ
1冊でしっかりわかる教科書
著者：浜田佳孝
価格：1,980円（消費税込）
出版：技術評論社

土木業界は道路，橋，港湾施設，トンネル，ダム，上下水道など，人が文

化的な生活をするうえで必要なインフラを構築する産業です。土木

業界は国や地方自治体の公共事業，自然災害からの復興を支える重

要な産業であり，毎年巨額の予算が充

てられています。

本書は土木業界の最新動向，業界の構

造，業種，最新技術，有用な資格，今後

の課題など，土木業界への就職・転職

を考えている人に必要な知識につい

て解説します。
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株式会社セルズ 本社 株式会社セルズ 本社

クラウドとオンプレミス、
うちはどちらが向いてるのかな…

こんなお悩みありませんか？ 個別導入相談会にご参加ください

実際にソフトを
見てから導入したい！

あなたのお悩みにぴったりの
ソフトウェア活用方法をご提案します。
ぜひお気軽にご相談ください！

事務所職員さんとのご参加も歓迎

どの業務ソフトを選べば
いいのかわからない…

個別導入相談会参加
無料

 社労士業務のDX・効率化を実現しませんか?

セルズ
ソフト

ソフトの一例
クラウド環境で労務手続き・給与計算を
おこないたい事務所にオススメ！

◆従業員1人あたり49.5円(税込)から利用OK
◆届出・給与計算まで一気通貫で対応
◆WEB明細の追加費用一切なし
◆50日間の無料お試しあり

◆従業員1人あたり49.5円(税込)から利用OK
◆届出・給与計算まで一気通貫で対応
◆WEB明細の追加費用一切なし
◆50日間の無料お試しあり

【特徴】【特徴】

労務管理を“簡単・シンプル”に労務管理を“簡単・シンプル”に

届出
業務

顧客
管理

給与
計算

くわしくはホームページへ
ご参加が難しい場合は別日程でオンライン相談も承ります！

名古屋・東京で随時開催中！

JQA-IM1572 JQA-IC0024

社労士の仕事を、おもしろく セルズ
info@cel ls .co. jp

お問い合わせ
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